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は
じ
め
に

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
月
、
刈
谷
町
・
依
佐
美
村
・
富
士
松
村
が

成
立
し
た（

（
（

。
同
年
十
二
月
三
十
一
日
に
一
町
二
村
全
て
の
小
学
校
が
一
旦
廃

止
さ
れ
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
校
名
を
改
め
た
。
さ
ら
に
、
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）
三
月
に
小
学
校
令
改
正
に
よ
り
義
務
教
育
期
間
が
六
年
に
延
長

さ
れ
る
と
、
現
在
の
刈
谷
市
域
で
は
、
こ
れ
を
契
機
に
大
規
模
な
学
校
統
廃
合

が
行
わ
れ
た
。『
刈
谷
市
史
』
は
、
依
佐
美
村
で
小
学
校
の
統
廃
合
が
困
難
な

経
過
を
辿
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
学
校
統
合
問
題
を
小
学
校
に
対
す
る
住
民
の

期
待
や
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
評
価
す
る（

（
（

。

明
治
三
九
年
か
ら
四
〇
年
に
か
け
て
愛
知
県
下
で
進
め
ら
れ
た
大
規
模
な

町
村
合
併
は
、
深
野
一
三
知
事
が
地
方
改
良
運
動
に
対
応
す
る
政
策
の
中
で
も

特
に
重
視
し
、
強
力
に
進
め
た
も
の
で
あ
る（

（
（

。
地
方
改
良
運
動
と
は
、
日
露
戦

後
に
内
務
省
・
文
部
省
等
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
列
強
に
対
峙
し
て
い
く
に
ふ

さ
わ
し
い
「
国
家
の
た
め
の
共
同
体
」
に
町
村
を
再
編
す
る
過
程
と
さ
れ
る（

（
（

。

大
石
嘉
一
郎
氏
は
、
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
と
市
制
町
村
制
の
改
正
に

よ
り
、「
明
治
地
方
自
治
制
は
、
は
じ
め
て
行
政
村
・
部
落
レ
ベ
ル
に
ま
で
そ

の
体
制
を
定
着
さ
せ
」
た
と
す
る（

（
（

。
有
泉
貞
夫
氏
は
、
日
露
戦
後
の
町
村
で
は
、

義
務
教
育
延
長
に
よ
る
財
政
破
綻
の
解
決
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
と
し
、
町

村
合
併
は
、
役
場
・
学
校
の
統
合
に
よ
る
経
費
節
減
を
意
図
し
て
い
た
と
す

る（
（
（

。
境
野
健
児
氏
・
清
水
修
二
氏
は
、
地
方
改
良
運
動
以
降
、
小
学
校
を
「
一

村
一
校
」
と
す
る
政
策
に
対
し
、
合
併
前
の
旧
村
を
単
位
と
す
る
合
併
反
対
の

動
き
を
明
ら
か
に
し
、
学
校
を
地
域
の
共
同
財
産
と
す
る
意
識
に
支
え
ら
れ
て

い
た
と
指
摘
す
る（

（
（

。

こ
う
し
た
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
地
方
改
良
運
動
下
で
進
め
ら

れ
た
町
村
合
併
と
小
学
校
の
統
廃
合
を
、
相
互
に
関
係
す
る
問
題
と
し
て
捉
え

直
し
、
地
域
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
明
治

四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
富
士
松
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
（
以
下
、「
第
一
小

学
校
」
と
す
る
）
に
合
併
さ
れ
た
富
士
松
第
四
尋
常
小
学
校
（
以
下
、「
第
四

小
学
校
」
と
す
る
）
を
め
ぐ
る
、
旧
一
ツ
木
村
（
以
下
、「
一
ツ
木
区
」
と
す

る
。）
と
富
士
松
村
・
碧
海
郡
・
愛
知
県
と
の
交
渉
過
程
を
、
一
ツ
木
地
区
に

残
さ
れ
た
史
料
か
ら
跡
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い（

（
（

。

一　
一
ツ
木
尋
常
小
学
校
の
沿
革

明
治
維
新
後
、
一
ツ
木
村
と
築
地
村
を
学
区
と
し
て
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
に
第
四
番
小
学
一
ツ
木
学
校
が
創
立
さ
れ
た（

（
（

。
そ
の
後
、
明
治

二
〇
年
（
一
八
八
七
）
に
は
、
一
ツ
木
・
築
地
・
小
山
の
各
村
を
区
域
と
す

る
尋
常
小
学
小
山
学
校
一
ツ
木
分
校
と
な
っ
た
。
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）、

町
村
制
の
施
行
に
あ
た
り
、
一
ツ
木
村
は
西
に
隣
接
す
る
築
地
村
と
合
併
し
、

一
ツ
木
村
が
成
立
し
た
。
小
山
村
は
刈
谷
町
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
明

治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
一
ツ
木
分
校
は
一
ツ
木
尋
常
小
学
校
と
な
っ
た（

（1
（

。

富
士
松
村
の
成
立
と
学
校
統
廃
合

井
　
筒
　
康
　
人
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ン
ヤ
本
月
三
日
付
告
示
号
外
ヲ
以
テ
断
然
合
併
セ
ラ
レ
実
ニ
驚
入
候
。
強

ヒ
テ
之
ヲ
合
併
セ
シ
カ
勢
ヒ
旧
校
舎
ノ
移
転
費
敷
地
買
上
費
等
多
額
ノ

費
用
ヲ
要
シ
、
殊
ニ
御
指
定
ノ
第
一
尋
常
小
学
校
敷
地
ハ
逢
妻
川
沿
ヒ
ノ

低
地
ニ
シ
テ
地
盤
ノ
築
上
費
ノ
ミ
ニ
テ
モ
数
千
円
ヲ
要
シ
、
本
村
目
下
ノ

経
済
上
到
底
負
担
ニ
堪
エ
難
ク
、
而
シ
テ
本
年
ヨ
リ
義
務
教
育
延
長
ノ
結

果
一
家
ニ
シ
テ
二
名
乃
至
四
名
ノ
就
学
児
童
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
少
シ
ト
セ

ズ
。
就
中
中
産
以
下
ノ
モ
ノ
ニ
テ
ハ
其
困
難
甚
シ
ク
尚
且
通
学
ノ
不
便
ハ

申
迄
モ
無
之
、
風
雨
ノ
際
幼
少
ナ
ル
児
童
ハ
欠
席
ス
ル
ノ
止
ム
ヲ
得
サ
ル

ニ
至
ル
。
是
等
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
経
済
ノ
許
ス
限
リ
可
及
的
便
宜
ヲ
与

ヘ
サ
レ
バ
、
出
席
生
徒
数
ヲ
減
シ
教
育
普
及
ノ
御
主
旨
ニ
モ
相
反
シ
可
申

候
。
依
テ
本
村
ハ
前
陳
ノ
如
ク
（
即
チ
尋
常
小
学
校
四
）
ノ
現
状
ヲ
維
持

シ
、
教
育
普
及
ノ
御
主
旨
ニ
副
ハ
ン
ト
ス
。
何
卒
事
情
御
洞
察
被
成
下
度

本
会
ノ
意
見
提
出
上
申
候
也（

（1
（

。

富
士
松
村
と
し
て
は
、
統
合
先
の
第
一
小
学
校
が
低
地
に
あ
り
、
多
額
の
費

用
が
必
要
に
な
る
こ
と
、
児
童
の
通
学
に
不
便
を
き
た
し
、
結
果
と
し
て
義
務

教
育
の
普
及
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
村
内
の
尋
常

小
学
校
を
現
状
の
四
校
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を
再
度
求
め
た
。
し
か
し
、

富
士
松
村
か
ら
の
意
見
書
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
郡
長
の
意
向
ど
お
り
に

学
校
の
統
廃
合
は
進
め
ら
れ
た
。

明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
第
四
小
学
校
が
第
一
小
学
校
に
統
合
さ
れ
た

際
に
在
学
し
て
い
た
児
童
の
一
人
は
次
の
様
に
回
想
し
て
い
る（

（1
（

。

統
合
さ
れ
る
こ
と
に
一
ツ
木
村
の
大
人
の
人
達
は
反
対
し
た
ん
で
す
。
富

士
松
の
人
達
が
学
校
へ
荷
車
な
ど
で
、
一
ツ
木
学
校
（
引
用
者
注
：
第
四

小
学
校
の
こ
と
）
の
机
や
腰
掛
け
を
運
び
に
来
ま
し
た
。
一
ツ
木
村
の
大

人
の
人
達
が
全
員
学
校
へ
出
て
、
机
や
腰
掛
け
を
運
ぶ
の
を
や
め
さ
せ
よ

一
ツ
木
尋
常
小
学
校
は
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
十
一
月
に
校
舎
を
建
築

し
た
。
そ
し
て
、
生
徒
数
の
増
加
に
伴
い
校
舎
の
増
築
が
必
要
と
な
り
、
明
治

三
九
年
（
一
九
〇
六
）
四
月
に
県
か
ら
認
可
を
得
た（

（（
（

。

二　
富
士
松
村
内
の
小
学
校
統
合
案
と
そ
の
対
応

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
月
の
町
村
合
併
に
よ
り
、
一
ツ
木
尋
常
小

学
校
は
、
富
士
松
第
四
尋
常
小
学
校
と
名
称
を
改
め
た（

（1
（

。
翌
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）
一
二
月
二
八
日
付
で
、
碧
海
郡
長
脇
屋
義
純
は
、
富
士
松
村
内

の
尋
常
小
学
校
を
二
校
と
し
、
第
一
小
学
校
を
大
字
逢
見
字
東
古
和
井
、
第
二

尋
常
小
学
校
を
大
字
西
境
字
前
山
に
設
置
す
る
こ
と
を
富
士
松
村
長
に
諮
問

し
た（

（1
（

。
第
四
小
学
校
は
、
旧
一
ツ
木
尋
常
小
学
校
を
増
築
す
る
予
定
が
一
転
し

て
、
統
廃
合
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
富
士
松
村
で
は
村
会
の
意
見
と
し

て
、
尋
常
小
学
校
は
現
状
ど
お
り
四
校
（
第
一
・
大
字
逢
見
、
第
二
・
大
字
東

境
、
第
三・大
字
井
ケ
谷
、
第
四・大
字
一
ツ
木
）
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
を
求
め
、

翌
年
一
月
十
四
日
に
答
申
し
た（

（1
（

。
村
内
の
小
学
校
数
を
め
ぐ
っ
て
、
碧
海
郡
と

富
士
松
村
で
意
見
が
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
郡
長
は
、
富
士
松
村
の
答
申
を
受

け
入
れ
ず
、
当
初
の
諮
問
の
と
お
り
、
村
内
の
学
校
を
二
校
と
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
こ
の
決
定
を
う
け
て
、
富
士
松
村
で
は
以
下
の
意
見
書
を
提
出
し
、

富
士
松
村
の
見
解
を
上
申
し
た
。

本
村
ハ
是
迄
高
等
小
学
校
一
尋
常
小
学
校
四
有
之
候
処
、
明
治
四
〇
年

十
二
月
二
十
八
日
之
レ
ヲ
合
併
シ
尋
常
小
学
校
ヲ
二
校
ト
ナ
サ
ン
ト
ス

ル
ノ
義
御
諮
問
ニ
相
成
、
本
村
会
ハ
時
世
ニ
鑑
ミ
合
併
ヲ
否
ト
シ
現
状
ヲ

維
持
セ
ン
ト
ス
ル
旨
答
申
セ
リ
。
其
後
村
長
及
村
会
議
員
ハ
屡
々
登
庁
陳

情
仕
リ
、
無
論
現
状
ノ
マ
ヽ
据
置
カ
ル
ヽ
モ
ノ
ト
確
信
セ
シ
ニ
、
豈
図
ラ
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う
と
し
ま
し
た
。
始
め
は
口
で
言
い
争
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
後
は
殴
り

合
い
の
争
い
と
な
り
ま
し
た
。

合
併
の
強
行
は
、
村
内
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
暴
力
沙
汰
に
至
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
騒
動
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、明
治
四
一
年（
一
九
〇
八
）

四
月
か
ら
一
ツ
木
学
校
は
第
一
小
学
校
の
仮
校
舎
と
し
て
、
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
十
二
月
末
ま
で
尋
常
科
四
年
以
下
の
児
童
が
利
用
し
続
け
た（

（1
（

。

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
、
第
一
小
学
校
の
敷
地
は
再
考
さ
れ
、
碧

海
郡
長
か
ら
第
一
小
学
校
の
敷
地
を
変
更
す
る
諮
問
が
な
さ
れ
た（

（1
（

。
も
と
も
と

第
一
小
学
校
の
当
初
の
敷
地
に
難
色
を
示
し
て
い
た
富
士
松
村
で
は
、
校
地
変

更
の
諮
問
を
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
、
一
ツ
木
区
で
は
、
校
地
の
変
更
に
よ
り
、

将
来
仮
校
舎
が
移
築
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
反
対
意
見
が
あ
っ
た
。
酒
井
宇

右
衛
門
富
士
松
村
長
は
、「
一
ツ
木
逢
見
ノ
間
ニ
ハ
逢
妻
川
ノ
大
危
険
物
ヲ
隔

テ
居
レ
バ
、
当
然
分
教
場
ヲ
置
カ
ル
ヽ
事
ナ
レ
バ
其
辺
意
ヲ
安
ン
ジ
テ
然
ル
ベ

シ
」
と
話
し（

（1
（

、
脇
屋
郡
長
も
同
意
見
で
あ
っ
た
。
一
ツ
木
区
は
今
後
も
仮
校
舎

は
残
る
と
い
う
認
識
で
、
校
地
の
変
更
に
賛
成
し
た
と
い
う
。
第
一
小
学
校
の

校
地
は
、
逢
見
字
山
ノ
端
前
に
指
定
さ
れ
、
翌
年
木
造
平
屋
建
の
校
舎
一
棟
が

完
成
し
、小
学
五・六
年
生
を
収
容
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。
一
ツ
木
区
の
五・

六
年
生
は
第
一
小
学
校
へ
、
四
年
生
以
下
の
児
童
は
引
き
続
き
仮
校
舎
に
そ
れ

ぞ
れ
通
学
し
た（

1（
（

。

三　
分
教
場
設
置
案
の
登
場（

（（
（

 

塚
本
金
三
村
長
は（

11
（

、
仮
校
舎
の
使
用
期
限
満
了
を
控
え
て
、
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
二
月
に
「
仮
校
舎
申
請
理
由
書
」
を
県
に
提
出
す
る
。
こ
こ
で

は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
度
に
富
士
松
第
二
尋
常
高
等
小
学
校
を
移
築
す

る
た
め
に
起
債
し
た
村
債
を
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
度
に
償
還
し（

11
（

、
そ
の

後
に
通
学
道
路
を
改
修
し
、
校
舎
を
移
築
す
る
と
い
う
二
つ
の
段
階
か
ら
な
っ

て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
村
債
償
還
後
に
、
道
路
改
修
と
校
舎
移
築
に
予
算

を
充
て
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
九
月
に
な
る
と
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
か
ら
仮
校
舎
を
「
一

ツ
木
分
教
場
」
と
し
て
十
年
間
継
続
し
て
利
用
す
る
と
い
う
議
案
を
村
会
に
提

出
し
た
（
た
だ
し
書
に
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
移
築
で
き
る
こ
と
を
明
記

し
た（

11
（

）。
村
会
は
満
場
一
致
で
可
決
し
、
郡
長
に
内
申
し
た
。
富
士
松
村
の
内

申
は
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
再
度
分
教
場
設
置
を
申
請
し
、
設
置
理
由

書
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

幼
い
児
童
が
逢
妻
川
を
渡
っ
て
第
一
小
学
校
に
通
学
す
る
こ
と
は
「
最
モ
困

難
ト
ス
ル
処
」
で
、
堤
防
の
決
壊
や
道
路
の
破
損
に
よ
っ
て
欠
席
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
逢
妻
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と
は
「
莫
大
ノ
経

費
ヲ
要
シ
早
急
実
施
ノ
見
込
立
チ
難
」
い
。
現
状
で
は
、
通
学
が
よ
り
安
全
で
、

距
離
も
近
い
知
立
尋
常
高
等
小
学
校
や
小
高
原
尋
常
小
学
校
に
「
寄
留
就
学
」

し
て
い
る
実
態
が
あ
り
、
富
士
松
村
成
立
後
に
は
寄
留
就
学
を
主
張
す
る
者
も

い
る
。
合
併
前
と
同
様
に
同
じ
校
舎
、
す
な
わ
ち
仮
校
舎
で
学
ぶ
こ
と
が
、
教

育
上
も
村
治
上
も
望
ま
し
い
。

通
学
が
困
難
と
い
う
事
情
と
、
同
じ
校
舎
で
学
び
た
い
と
い
う
区
民
の
意
向

と
い
う
二
つ
の
論
理
か
ら
、
仮
校
舎
を
分
教
場
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
な
お
、
第
一
小
学
校
に
通
学
す
る
五・
六
年
生
は
、
逢
妻
川
に
架
か
る
西

田
橋
・
引
船
橋
・
逢
妻
川
橋
を
利
用
し
て
大
き
く
迂
回
し
た
た
め
、
通
学
距
離

は
長
く
な
っ
た（

11
（

。

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
一
月
四
日
、
塚
本
金
三
村
長
以
下
、
村
会
議
員
・

学
務
委
員
・
一
ツ
木
区
及
び
築
地
区
代
表
者
の
五
名
が
石
口
亀
一
碧
海
郡
長
の
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を
叱
責
し
た
と
い
う
。
塚
本
は
、
約
一
時
間
ば
か
り
沈
黙
し
た
の
ち
、
第
一
小

学
校
の
増
築
で
は
ど
う
か
と
尋
ね
、
石
口
郡
長
は
「
大
満
足
ナ
リ
」
と
回
答
し

た
。
塚
本
村
長
は
村
会
で
議
決
さ
れ
た
分
教
場
の
設
置
で
は
な
く
、
増
築
案
で

分
教
場
問
題
に
対
応
し
よ
う
し
た
の
で
あ
る
。

四
月
一
四
日
、
塚
本
村
長
は
、
村
会
を
招
集
し
、
仮
校
舎
を
第
一
小
学
校
に

移
築
し
、
校
舎
を
増
築
す
る
案
を
提
出
、
村
会
も
こ
れ
を
可
決
し
た
。
か
つ
て

満
場
一
致
で
可
決
し
た
分
教
場
の
設
置
と
い
う
方
針
を
覆
し
、
仮
校
舎
を
第
一

小
学
校
に
移
築
・
増
築
す
る
こ
と
に
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
一
ツ

木
区
選
出
の
酒
井
正
保
、
酒
井
長
之
助
の
両
村
会
議
員
は
塚
本
村
長
に
対
し
、

辞
表
を
提
出
し
、
決
議
を
強
行
す
れ
ば
一
ツ
木
区
民
の
感
情
を
害
し
、
村
政
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
警
告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
塚
本
村
長
は
議
案
の
提
出
と

採
決
を
強
行
し
た
。

二
二
日
、
一
ツ
木
区
民
は
塚
本
に
増
築
案
を
決
議
し
た
理
由
を
質
し
た
。
大

声
を
発
し
た
者
も
い
た
た
め
、
逢
見
駐
在
所
の
小
黒
巡
査
ら
が
仲
介
し
、
塚
本

村
長
の
決
心
を
確
か
め
る
と
し
て
そ
の
場
を
収
め
た
。
塚
本
村
長
は
そ
の
ま
ま

二
四
日
に
辞
職
し
た
。

四　
富
士
松
村
と
一
ツ
木
区
の
対
立

五
月
八
日
、
酒
井
鉄
之
助
が
後
任
の
村
長
に
就
任
し
た（

11
（

。
酒
井
村
長
は
、
加

藤
鍵
次
郎
ら
に
二
一
日
に
村
会
で
学
校
問
題
に
関
し
協
議
す
る
た
め
、
一
ツ
木

区
か
ら
四
、五
名
協
議
に
加
わ
る
こ
と
、
多
数
傍
聴
に
参
加
す
る
こ
と
の
二
点

を
促
し
た
。
加
藤
鍵
次
郎
は
、
こ
の
後
、
分
教
場
の
問
題
で
奔
走
し
、
の
ち
に

一
ツ
木
区
長
に
就
く
。

酒
井
村
長
は
、
村
会
当
日
に
議
員
か
ら
傍
聴
に
異
議
申
し
立
て
が
あ
る
と
、

自
宅
を
訪
問
し
、
分
教
場
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
郡
長
は
「
分
教
場
ハ
到
底
駄
目

ナ
レ
ド
モ
、
第
三
ヲ
置
ク
ナ
ラ
バ
命
令
的
ニ
デ
モ
ヤ
ツ
テ
ヤ
ル
」
と
言
っ
た
と

い
う
。

塚
本
村
長
以
下
五
名
は
、
一
月
二
六
日
に
愛
知
県
庁
に
中
野
邦
一
理
事
官
を

訪
問
し
、
分
教
場
設
置
を
嘆
願
し
た
。
中
野
理
事
官
は
「
分
教
場
ハ
第
二
ノ
問

題
デ
第
一
ニ
ハ
貴
理
由
書
…
（
中
略
）
…
ノ
責
任
ヲ
明
ニ
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と

塚
本
村
長
に
迫
っ
た
。
中
野
理
事
官
は
塚
本
村
長
に
、
二
月
に
校
舎
の
移
築
を

内
容
と
す
る
「
仮
校
舎
申
請
理
由
書
」
を
提
出
し
な
が
ら
、
そ
の
後
分
教
場
設

置
を
求
め
る
内
申
を
す
る
と
い
う
、
一
貫
し
な
い
方
針
を
問
題
視
し
、
村
長
の

責
任
を
追
及
し
た
。
同
席
し
た
富
士
松
村
の
関
係
者
は
、
こ
の
発
言
を
、
塚
本

村
長
に
辞
任
を
迫
る
も
の
と
受
け
止
め
た
。
し
か
し
、
県
は
後
に
石
口
郡
長
を

介
し
て
「
責
任
ヲ
明
ニ
セ
ヨ
ト
云
フ
事
ハ
実
行
セ
ヨ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
村

長
ガ
辞
職
ス
レ
バ
分
教
場
ノ
認
可
ヲ
得
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
非
ラ
ズ
」
と
説
明
し

た
。石

口
郡
長
と
碧
海
郡
の
角
岡
書
記
官
は
、
塚
本
村
長
と
と
も
に
三
月
一
五
日

に
仮
校
舎
で
、
一
ツ
木
区
民
に
対
し
て
仮
校
舎
廃
止
の
説
明
を
行
っ
た
。
説
明

の
席
上
、
区
民
の
「
熱
烈
ナ
ル
質
問
」
を
う
け
、
石
口
郡
長
は
「
逢
妻
川
ガ
危

険
ダ
ト
云
フ
ガ
三
塗
ノ
川
ヨ
リ
モ
安
心
デ
ア
ラ
ウ
」
な
ど
と
発
言
し
た
。
こ
の

発
言
が
区
民
の
反
発
を
買
い
、
石
口
郡
長
と
角
岡
書
記
官
は
別
室
に
退
避
し
、

そ
の
ま
ま
帰
宅
し
た
。
残
さ
れ
た
塚
本
村
長
は
、
区
民
か
ら
分
教
場
問
題
を
ど

う
や
っ
て
解
決
す
る
の
か
を
問
わ
れ
、「
分
教
場
ハ
極
力
ヤ
ツ
テ
ヤ
ル
」
と
回

答
、
そ
の
言
葉
で
安
堵
し
た
区
民
は
帰
宅
し
た
。

四
月
五
日
に
塚
本
村
長
は
、
学
務
委
員
と
と
も
に
石
口
郡
長
を
訪
問
し
た
。

石
口
郡
長
は
、「
学
校
問
題
ヲ
早
ク
実
行
セ
ヨ
。
モ
シ
実
行
セ
ザ
レ
バ
辞
職
ヲ

セ
ヨ
。
ソ
レ
ト
モ
辞
職
ヲ
セ
ヌ
様
ナ
ラ
譴
責
セ
ル
ガ
ド
ウ
ダ
」
と
大
声
で
塚
本
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傍
聴
の
禁
止
を
通
告
、
傍
聴
者
を
退
席
さ
せ
た
。
一
ツ
木
区
は
村
会
の
こ
の
対

応
か
ら
、
議
員
に
は
一
人
も
一
ツ
木
区
に
厚
意
を
持
つ
者
が
い
な
い
と
判
断

し
、
鈴
村
岩
次
郎
県
会
議
長
に
接
触
を
図
っ
た（

11
（

。
鈴
村
は
県
及
び
郡
と
一
ツ
木

区
の
仲
介
に
乗
り
出
す
。
中
野
理
事
官
は
鈴
村
と
帯
同
し
て
訪
れ
た
加
藤
鍵
次

郎
ら
に
「
仮
校
舎
ノ
申
請
ハ
、
村
長
ガ
県
ヲ
馬
鹿
ニ
シ
タ
コ
ト
ダ
カ
ラ
認
可
出

来
ヌ
ガ
、
然
シ
実
地
ヲ
見
テ
呉
レ
ト
ノ
事
ナ
ラ
、
兎
ニ
角
実
地
ヲ
調
査
シ
テ
ヤ

ル
」
と
述
べ
、
前
町
長
の
対
応
を
非
難
し
な
が
ら
も
、
現
地
調
査
に
乗
り
出
す

こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
一
ツ
木
区
は
鈴
村
を
介
し
て
、
六
月
一
五
日
に
松
井

茂
知
事
あ
て
に
嘆
願
書
を
提
出
し
た
。
嘆
願
書
で
は
、
前
村
長
の
「
失
態
」
が

明
る
み
に
な
り
、
繰
り
返
し
郡
長
に
嘆
願
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
し
か
も

富
士
松
村
会
が
第
一
小
学
校
へ
の
「
併
合
ノ
準
備
ト
シ
テ
」
増
築
を
議
決
し
た

現
状
を
「
教
育
上
将
来
不
利
不
少
区
民
一
同
憂
慮
措
ク
能
ハ
ザ
ル
」
と
訴
え
た（

11
（

。

現
地
調
査
に
訪
れ
た
中
野
に
対
し
て
、
石
口
郡
長
が
「
道
路
ナ
ラ
バ
如
何
ナ

ル
改
修
ヲ
モ
成
シ
得
ル
ガ
如
ク
」
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
ツ
木
区
か

ら
は
道
路
の
改
修
が
「
殆
ド
至
難
」
で
あ
る
理
由
を
説
明
し
、
分
教
場
の
設
置

を
再
度
嘆
願
し
た
。

七
月
三
日
、
酒
井
村
長
、
加
藤
兼
三
郎
・
加
藤
蔦
次
郎
の
三
名
は
鈴
村
と
面

談
し
、意
見
交
換
を
行
っ
た
。酒
井
村
長
は
協
議
後
、富
士
松
村
の
西
境・東
境・

井
ケ
谷
の
議
員
と
協
議
し
、「
協
議
ガ
纏
マ
ル
様
ナ
ラ
バ
吾
等
ト
協
議
ノ
上
分

教
場
案
ヲ
提
出
セ
ン
」
と
約
束
し
た
。
七
月
一
三
日
に
酒
井
村
長
は
加
藤
鍵
次

郎
ら
を
役
場
に
集
め
、
郡
長
が
承
諾
す
れ
ば
、
一
度
村
会
も
賛
成
し
た
案
件
な

の
で
村
会
に
は
諮
ら
ず
、
郡
長
に
申
請
し
て
も
ら
い
、
郡
長
が
承
諾
し
な
け
れ

ば
「
余
モ
最
後
ノ
決
心
」
を
す
る
と
述
べ
た
。
二
十
三
日
に
は
、
酒
井
村
長
は

分
教
場
に
必
要
な
費
用
を
一
ツ
木
区
が
負
担
す
れ
ば
議
案
を
提
出
す
る
と
一

ツ
木
区
に
提
案
し
た
。
一
ツ
木
区
は
、
分
教
場
の
費
用
と
し
て
示
さ
れ
た
金
額

の
使
途
が
、
実
際
に
は
分
教
場
と
は
関
係
し
な
い
富
士
松
第
二
尋
常
高
等
小
学

校
の
増
築
費
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
町
長
の
提
案
を
拒
絶
し
た
。

八
月
六
日
、
加
藤
鍵
次
郎
ら
一
ツ
木
区
の
六
名
は
石
口
郡
長
と
学
校
問
題
を

協
議
し
た
。
そ
の
際
に
、
石
口
郡
長
は
学
校
に
つ
い
て
、「
村
ガ
出
来
テ
モ
僕

ガ
進
達
セ
ヌ
、
モ
シ
県
ガ
ヤ
ラ
ウ
ト
ス
ル
ナ
ラ
僕
ノ
頚
ヲ
切
ッ
テ
カ
ラ
ヤ
ル
ガ

ヨ
イ
」
と
断
固
拒
否
し
た
。
一
方
で
、
道
路
の
建
設
に
つ
い
て
は
、「
郡
長
ノ

職
権
ニ
ヨ
ツ
テ
強
制
予
算
ヲ
起
シ
テ
モ
ヤ
ツ
テ
ヤ
ル
」
と
強
い
意
欲
を
示
し
た
。

酒
井
村
長
は
一
ツ
木
区
と
郡
長
の
同
意
を
得
ら
れ
ず
八
月
二
十
九
日
に
辞

職
し
た
。
九
月
四
日
に
鈴
村
が
石
口
郡
長
に
対
し
、「
一
ツ
木
ノ
希
望
モ
少
シ

ハ
容
レ
テ
二
三
年
黙
認
セ
ラ
レ
タ
シ
」
と
仮
校
舎
を
存
続
さ
せ
る
よ
う
求
め

た
。
石
口
郡
長
は
「
暫
ク
考
ヘ
ル
余
地
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
タ
シ
」
と
応
じ
た
。

酒
井
村
長
の
後
任
の
選
出
は
難
航
し
、
知
立
町
の
野
村
浜
吉
を
有
給
村
長

と
し
て
迎
え
た
（
一
〇
月
一
四
日
就
任
）。
野
村
は
、
役
場
員
一
同
と
協
議
し

て
、
分
教
場
問
題
に
つ
い
て
鈴
村
の
仲
裁
を
依
頼
す
る
こ
と
と
し
、「
議
員
ニ

於
テ
不
承
知
ナ
ラ
バ
総
辞
職
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
」
と
決
め
た
。
鈴
村
は
県
の
堀
田
義

次
郎
内
務
部
長
・
渡
辺
豊
日
子
理
事
官
に
談
示
し
、「
村
会
ガ
分
教
場
ヲ
認
メ

タ
ナ
ラ
バ
何
ト
カ
考
ヘ
テ
ヤ
ル
」
と
い
う
県
の
意
向
を
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
、

鈴
村
は
三
月
三
日
に
富
士
松
村
役
場
に
出
張
し
た
。
し
か
し
、
一
ツ
木
区
の
酒

井
鉄
之
助
以
外
の
村
会
議
員
が
鈴
村
と
は
「
面
談
ノ
必
要
ナ
シ
」
と
し
て
面
会

を
拒
絶
し
た
。
鈴
村
の
仲
裁
に
よ
り
、
分
教
場
設
置
は
村
会
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
た
か
に
見
え
た
が
、
村
会
に
は
既
に
分
教
場
を
設
置
す
る
と
い
う
気
運
は
な

か
っ
た
。
野
村
は
鈴
村
に
陳
謝
の
上
、
当
初
の
決
意
の
と
お
り
、
村
長
辞
職
を

申
し
出
、
三
月
五
日
の
村
会
で
辞
任
が
承
認
さ
れ
た
。
事
前
に
総
辞
職
す
る
と

し
て
い
た
も
の
の
石
川
安
次
郎
助
役
は
実
際
に
は
辞
職
せ
ず
、
村
会
を
招
集
し

有
給
村
長
条
例
を
廃
止
し
た
。
後
任
に
は
名
誉
職
村
長
と
し
て
塚
本
市
次
郎
が
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選
出
さ
れ
た（

11
（

。

五　
仮
校
舎
閉
鎖
後
の
対
応

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
三
月
二
九
日
、
第
一
小
学
校
の
村
井
猪
作
校
長
は

郡
視
学
・
教
員
と
と
も
に
人
夫
十
数
名
・
荷
車
十
数
台
を
引
き
連
れ
、
仮
校
舎

か
ら
校
具
を
搬
出
し
た
。
翌
日
は
村
長
に
な
っ
た
塚
本
市
次
郎
も
加
わ
り
、
前

日
に
引
き
続
き
校
具
を
搬
出
し
た
。
一
ツ
木
区
の
住
民
は
、
道
路
改
修
ま
で
は

仮
校
舎
を
「
黙
許
」
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
四
月

六
日
に
一
ツ
木
区
民
は
知
事
宛
に
嘆
願
書
を
提
出
し
、
四
月
か
ら
の
教
育
に
支

障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
。
机
な
ど
は
既
に
搬
出
さ
れ
て
お
り
、
授
業

等
の
教
育
活
動
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
月
二
二
日
に
、
加
藤
鍵
次
郎
ら
は
村
長
を
訪
ね
、
村
長
の
案
を
質
し
た
。

村
長
は
、
郡
長
が
一
ツ
木
仮
校
舎
の
閉
鎖
を
宣
言
し
た
以
上
、
村
長
の
職
権
で

は
「
仕
方
ガ
ナ
イ
」
と
述
べ
、「
コ
レ
カ
ラ
降
雨
期
ニ
ハ
イ
ル
カ
ラ
一
人
カ
二

人
間
違
デ
モ
ア
ツ
テ
カ
ラ
ソ
ロ
ソ
ロ
分
教
場
ヲ
持
チ
出
シ
テ
ハ
ド
ウ
ダ
」
と
述

べ
、
問
題
が
起
き
て
か
ら
郡
長
と
交
渉
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。

そ
こ
で
、
加
藤
鍵
次
郎
ら
が
五
月
四
日
に
、
直
接
県
の
渡
辺
理
事
官
に
嘆
願

し
た
。
渡
辺
理
事
官
は
「
今
デ
ハ
大
キ
ナ
学
校
デ
設
備
モ
完
全
ナ
立
派
ナ
先
生

ノ
多
イ
処
デ
教
育
シ
テ
貰
ウ
ノ
ガ
ヨ
イ
」
と
し
な
が
ら
も
、
分
教
場
の
設
置
は

郡
長
と
相
談
し
て
お
く
と
回
答
し
た
。

村
会
議
員
の
岡
田
市
太
郎
・
坂
田
幸
吉
は
、
加
藤
鍵
次
郎
に
対
し
て
、
一
ツ

木
区
が
通
学
道
路
を
つ
く
り
、
橋
を
架
け
る
た
め
の
費
用
を
、
村
が
仮
校
舎
を

売
却
し
て
得
た
資
金
で
補
助
す
る
と
い
う
提
案
を
し
た
。
加
藤
は
、
現
状
の
橋

を
区
で
維
持
す
る
だ
け
で
も
難
し
く
、
新
た
な
橋
の
建
設
は
財
政
上
の
負
担
が

大
き
い
と
し
て
、
拒
絶
し
た
。

五
月
二
一
日
、
富
士
松
村
会
は
、
岡
田
た
ち
が
述
べ
た
と
お
り
に
一
ツ
木
校

舎
の
売
却
案
を
議
決
し
た
。
一
ツ
木
区
は
、
県
庁
に
行
き
、
仮
校
舎
が
閉
鎖
と

な
り
、
通
学
道
路
の
見
込
も
な
い
状
況
で
は
、
仮
校
舎
に
通
学
し
て
い
た
四
年

生
ま
で
の
児
童
を
通
学
さ
せ
ら
れ
な
い
と
訴
え
た
。
県
は
、
す
ぐ
に
児
童
を
出

席
さ
せ
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
学
校
の
用
具
が
搬
出
さ
れ
、
校
舎
の
売
却
も

議
決
さ
れ
た
た
め
、
分
教
場
の
設
置
は
争
点
で
は
な
く
な
り
、
仮
校
舎
に
通
っ

て
い
た
児
童
を
い
つ
か
ら
第
一
小
学
校
に
通
学
さ
せ
る
か
が
一
ツ
木
区
と
県
・

郡
の
争
点
と
な
っ
た
。

六
月
五
日
、
一
ツ
木
区
は
加
藤
鍵
次
郎
を
代
表
者
と
し
て
、「
通
学
道
路
改

修
ノ
義
ニ
付
願
」
を
郡
長
に
提
出
し
、「
完
全
ナ
ル
道
路
ノ
改
修
」
を
求
め
た
。

郡
長
は
、
こ
れ
を
う
け
て
「
通
学
道
路
ハ
予
テ
ヨ
リ
自
分
ノ
希
望
ナ
レ
バ
、
大

字
ニ
テ
モ
道
路
ヲ
希
望
ス
ル
ト
ナ
ラ
バ
、
両
肌
脱
イ
デ
モ
ヤ
ッ
テ
ヤ
ル
」
と
言

い
、
道
路
の
建
設
に
意
欲
を
見
せ
た
。
同
時
に
、
一
ツ
木
区
に
は
児
童
を
通

学
さ
せ
る
よ
う
再
度
求
め
た
。
一
ツ
木
区
は
、
道
路
が
完
成
し
な
け
れ
ば
「
児

童
ノ
出
席
覚
束
ナ
シ
」
と
回
答
し
、
両
者
の
議
論
は
依
然
と
し
て
平
行
線
を
た

ど
っ
た
。

両
者
の
対
立
は
、
最
終
的
に
は
郡
会
議
員
尾
嶋
健
治
の
仲
介
に
よ
り
、
郡

長
案
を
一
ツ
木
区
が
承
諾
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
七
月
に
第
一
小
学
校
の
校
舎
増
築
が
行
わ
れ
、
年
来
の
校
舎
不

足
が
解
消
、
一
ツ
木
区
の
子
ど
も
達
も
全
員
が
第
一
小
学
校
に
通
学
す
る
こ
と

に
な
り
、
翌
年
度
中
に
は
逢
妻
川
に
架
か
る
通
学
の
た
め
の
橋
＝
通
学
橋
が
開

通
し
た
と
思
わ
れ
る（

1（
（

。
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お
わ
り
に

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
二
月
一
日
付
で
碧
海
郡
長
に
宛
て
た
覚
書
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
富
士
松
村
逢
見
学
校
ヨ
リ
一
ツ
木
字
ノ
児
童
ヲ
分
離
シ
別
ニ
一
ツ
木

字
ニ
於
テ
一
学
校
ノ
創
建
ヲ
希
望
仕
候
事

二
、一
ツ
木
字
ニ
創
建
ス
ル
学
校
ハ
六
学
年
マ
デ
ト
ス
ル
事
ヲ
希
望
仕
候

事三
、一
ツ
木
字
ニ
学
校
ヲ
創
建
ス
ル
費
用
ハ
大
字
一
ツ
木
単
独
ノ
力
ニ
テ

負
担
仕
リ
候
ニ
付
村
ノ
損
失
ニ
ナ
ラ
サ
ル
事
ヲ
覚
悟
仕
リ
居
リ
候
事（

11
（

 

地
区
で
学
校
を
創
建
す
る
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
こ
の
覚
書
に
先
立
っ

て
、
小
学
校
基
本
金
蓄
積
規
約
を
定
め
て
い
る（

11
（

。
地
区
の
全
戸
を
五
等
級
に
分

け
て
、
等
級
に
応
じ
て
貯
金
や
初
穂
料
を
納
め
て
、
十
年
間
で
一
万
円
を
貯
め

る
こ
と
を
目
指
し
た
。
正
月
や
節
句
の
贈
答
・
香
典
及
び
返
礼
・
入
退
営
者
へ

の
贈
答
や
饗
応
な
ど
を
廃
止
し
て
倹
約
に
努
め
、
字
ご
と
に
集
金
し
、
一
ツ
木

信
用
購
買
組
合
に
預
け
る
と
し
た
。

実
際
に
は
、
第
一
小
学
校
か
ら
一
ツ
木
地
区
に
学
校
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
覚
書
や
小
学
校
基
本
金
蓄
積
規
約
の
存
在
は
、
一
ツ
木

区
の
住
民
が
、
地
区
に
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。『
刈
谷
市
史
』
が
依
佐
美
村
の
事
例
か
ら
指
摘
し
た
、
小
学
校
に
対

す
る
地
域
住
民
の
期
待
や
関
心
の
大
き
さ
は（

11
（

、
富
士
松
村
で
も
同
様
に
み
ら
れ

た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
一
ツ
木
学
校
を
継
承
し
た
第
四
小
学
校
を
第
一

小
学
校
に
統
合
す
る
と
発
表
さ
れ
た
後
の
、
当
事
者
間
の
対
応
・
交
渉
の
経
過

を
跡
づ
け
て
き
た
。
こ
の
過
程
で
は
、
県
―
郡
―
村
―
大
字
と
い
う
階
層
の
中

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
学
校
に
対
す
る
思
惑
を
内
に
含
み
つ
つ
、
交
渉
が
推
移
し

た
。
結
果
と
し
て
、「
大
き
な
」
第
一
小
学
校
に
一
ツ
木
区
の
子
ど
も
達
が
通

う
こ
と
に
な
り
、
通
学
用
道
路
と
通
学
橋
が
整
備
さ
れ
た
。
県
及
び
郡
が
「
希

望
」
し
た
形
で
問
題
が
処
理
さ
れ
た
と
い
え
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
経
過

か
ら
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
村
と
大
字
と
の
関
係
で
あ
る
。
当
初
富
士
松
村
会
で
は
全
会
一
致

で
分
教
場
の
設
置
に
賛
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
時
の
経
過
や
村
長
の
意
向
も

あ
っ
て
、
一
ツ
木
区
と
富
士
松
村
は
、
分
教
場
に
対
す
る
見
解
で
相
容
れ
な
く

な
り
、
一
ツ
木
区
が
孤
立
し
て
い
く
様
な
状
況
が
生
じ
て
い
っ
た
。
富
士
松
村

で
は
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
め
ぐ
り
、
村
長
が
短
期
間
で
辞
職
を
繰
り
返
し
、

村
政
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

第
二
に
、
県
・
郡
と
村
・
大
字
の
関
係
で
あ
る
。
県
及
び
郡
は
一
ツ
木
区
が

求
め
る
分
教
場
の
設
置
を
認
め
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
小
学
校
の
統
合
に
伴
う

校
舎
の
移
築
・
増
築
や
通
学
道
路
の
建
設
と
い
っ
た
、
県
及
び
郡
と
同
じ
意
向

を
持
つ
問
題
で
は
、
村
や
大
字
の
意
向
を
ふ
ま
え
て
対
応
し
た
。
折
衝
を
重
ね

る
う
ち
に
、
県
・
郡
の
意
向
は
村
の
指
導
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
当
初
は
、

県
・
郡
と
村
・
大
字
と
い
う
対
抗
関
係
が
、
県
・
郡
・
村
と
大
字
と
い
う
対
抗

関
係
に
変
容
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
個
別
の
局
面
で
は
極
め
て
威
圧
的
と
も

い
え
る
態
度
で
対
峙
す
る
県
・
郡
・
村
の
官
吏
の
姿
は
、
県
―
郡
―
村
―
大
字

の
関
係
性
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。

第
三
に
、
仲
介
者
の
存
在
で
あ
る
。
一
ツ
木
区
は
県
会
議
長
で
有
力
政
治
家

の
鈴
村
岩
次
郎
や
郡
会
議
員
の
尾
嶋
健
治
ら
を
仲
介
者
と
し
て
、
県
・
郡
と
の

交
渉
を
行
っ
た
。
ま
さ
に
、
有
泉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
郡
・
県
規
模
の

有
力
政
治
家
が
調
停
に
立
ち
ま
わ
る
姿
で
あ
っ
た（

11
（

。
鈴
村
の
仲
介
は
、
県
・
郡

の
態
度
を
軟
化
さ
せ
る
な
ど
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
。
一
方
で
、
富
士
松
村
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会
は
必
ず
し
も
鈴
村
に
協
調
せ
ず
、
村
内
に
生
じ
て
い
た
状
況
の
変
化
に
、
鈴

村
は
十
分
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
後
、
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
時
期
に
か
け
て
の
具
体
的
な
村
政
の
動
向
に

つ
い
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
学
校
統
廃
合
以
外
の
地
域
課
題
へ
の
対
応

や
、
政
党
政
治
が
進
展
す
る
状
況
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て

い
き
た
い
。

注
（
（
）『
刈
谷
市
史
』
第
三
巻　
近
代
（
刈
谷
市
、
一
九
九
三
年
）、
二
六
五
頁
。

（
（
）
前
掲
『
刈
谷
市
史
』
第
三
巻
、
三
九
九
～
四
〇
一
頁
。

（
（
）
中
島
茂
「
明
治
期
愛
知
県
の
市
町
村
再
編
に
つ
い
て
」（『
愛
知
県
立
大
学
大
学

院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
）。『
愛
知
県
史
』
通
史

編
七　
近
代
二
（
愛
知
県
、
二
〇
一
七
年
）、
三
一
～
三
四
頁
。

（
（
）
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）。

 

（
（
）
大
石
嘉
一
郎
『
近
代
日
本
の
地
方
自
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）、

一
七
一
頁
。

 

（
（
）
有
泉
貞
夫
「
明
治
国
家
と
民
衆
統
合
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
一
七　

近
代

四
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、
二
三
三
～
二
三
四
頁
。
有
泉
氏
は
、
実
際
に

町
村
合
併
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
原
敬
内
相
の
方
針
を
支
持
す
る
数
県
に
偏
る

と
す
る
。
な
お
、
明
治
三
五
年
か
ら
十
年
近
く
の
間
県
知
事
を
務
め
た
深
野
は
、

政
治
的
に
は
立
憲
政
友
会
に
批
判
的
な
「
三
角
同
盟
」
の
一
翼
を
担
い
、
山
県

有
朋
系
の
官
僚
閥
に
近
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
政
友
会
の
原
と
も
親
し
い
関

係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
『
愛
知
県
史
』
通
史
編
七
、六
七
〇
頁
）。
原
内

相
の
地
方
制
度
政
策
に
つ
い
て
は
、
飯
塚
一
幸
『
日
本
近
代
の
歴
史
三　
日
清
・

日
露
戦
争
と
帝
国
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）、
一
六
四
～
一
六
六

頁
も
参
照
。

（
（
）
境
野
健
児
・
清
水
修
二
『
地
域
社
会
と
学
校
統
廃
合
』
八
朔
社
、
一
九
九
四
年
。

（
（
）
本
稿
で
依
拠
す
る
史
料
は
、
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
が
所
蔵
す
る
刈
谷
市
教
育
委

員
会
撮
影
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
い
た
。
な
お
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、

原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
書
き
改
め
、
句
読
点
を
適
宜
付
し
た
。

（
（
）
一
ツ
木
学
校
の
創
立
に
つ
い
て
は
、『
刈
谷
市
史
』
第
三
巻
は
、
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の
「
愛
知
県
史
料
」
に
依
っ
て
、
一
一
月
と
す
る
（
一
六
〇
頁
）。
一

方
、
富
士
松
南
小
学
校
創
立
八
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
富
士
松
南

小
八
十
年
の
歩
み
』（
一
九
八
九
年
）
は
、
五
月
二
一
日
と
し
て
い
る
（
五
頁
）。

創
立
月
の
確
定
及
び
こ
う
し
た
異
同
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討

課
題
と
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
学
制
発
布
に
際
し
て
創
設
さ
れ
た
小
学
校
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
（0
）
一
ツ
木
歴
史
調
査
会
『
一
ツ
木
の
あ
ゆ
み
』（
同
会
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
四
二
頁
。

（
（（
）
明
治
三
九
年
四
月
九
日
付
愛
知
県
指
令
（
一
ツ
木
神
明
社
所
蔵
文
書
一
二-

五-

一
「（
一
ツ
木
村
関
係
綴
）」
所
収
）。

（
（（
）
前
掲
『
刈
谷
市
史
』
第
三
巻
、三
九
九
頁
。
前
掲
『
富
士
松
南
小
八
十
年
の
歩
み
』、

五
頁
。

（
（（
）
小
学
校
令
第
九
条
第
二
項
に
、
村
立
尋
常
小
学
校
の
校
数
及
び
位
置
は
、
郡
長

が
村
の
意
見
を
聞
き
定
め
、
知
事
の
認
可
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）「
理
由
書
」（
一
ツ
木
神
明
社
所
蔵
文
書
一
二-

五-

八
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」

所
収
）。な
お
、酒
井
博
家
文
書
一
二-

七-

二
四「
嘆
願
書（
小
学
校
存
続
ニ
付
）」

は
、
本
史
料
の
草
稿
と
想
定
さ
れ
る
。

（
（（
）「
理
由
書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）。

（
（（
）
前
掲
『
富
士
松
南
小
八
十
年
の
歩
み
』、
一
九
頁
。
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（
（（
）「
理
由
書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）。

（
（（
）「
理
由
書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）。

（
（（
）
酒
井
宇
右
衛
門
は
、
一
ツ
木
村
出
身
で
副
戸
長
、
一
ツ
木
村
長
を
務
め
、
碧
海

郡
会
議
員
、愛
知
県
会
議
員
を
歴
任
し
、初
代
富
士
松
村
長
に
就
任
し
て
い
る
（
前

掲
『
一
ツ
木
の
あ
ゆ
み
』、
六
五
頁
）。

（
（0
）
前
掲
『
富
士
松
南
小
八
十
年
の
歩
み
』
二
三
頁
。
な
お
、
第
一
小
学
校
の
校
舎
の

変
遷
に
つ
い
て
は
、泉
田
郷
土
研
究
会
編
『
泉
田
の
今
昔
』（
同
会
、二
〇
二
二
年
）、

第
五
章
二・三
節
に
詳
し
い
（
一
二
七
頁
～
一
四
〇
頁
）。

（
（（
）「
分
教
場
設
置
理
由
書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）。

（
（（
） 

本
節
及
び
次
節
の
内
容
は
主
に
「
理
由
書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）

に
依
り
、
本
史
料
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
の
注
記
は
省
略
し
た
。

（
（（
）
塚
本
金
三
は
逢
見
村
出
身
で
、
逢
見
村
書
記
・
富
士
松
村
収
入
役
な
ど
を
歴

任
し
て
、
大
正
五
年
に
富
士
松
村
村
長
に
就
任
し
た
（
宇
野
太
一
編
『
郷
土

資
料
人
物
編
【
復
刻
版
】』
富
士
松
の
歴
史
と
自
然
を
学
ぶ
会
、
二
〇
〇
七
年
、

一
二
九
頁
）。

（
（（
）
日
露
戦
後
の
町
村
債
の
多
く
は
、
学
校
建
築
関
係
費
用
及
び
衛
生
費
と
い
う
機

関
委
任
事
務
に
充
て
ら
れ
て
い
た
（
中
西
啓
太
『
町
村
「
自
治
」
と
明
治
国
家

―
地
方
行
財
政
の
歴
史
的
意
義
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
第
七
章
）。

（
（（
）
一
ツ
木
地
区
文
書
一
二-

六-

四
〇
「（
校
舎
使
用
期
間
満
了
ニ
付
）」。

（
（（
）
前
掲
『
泉
田
の
今
昔
』、
一
八
五
～
一
八
六
頁
。

（
（（
）
酒
井
鉄
之
助
は
、
西
境
の
出
身
で
、
境
村
・
富
士
松
村
の
書
記
を
経
て
、
学
務

委
員
及
び
西
境
区
長
、富
士
松
村
会
議
員
を
経
て
、村
長
に
就
任
し
た
（
前
掲
『
郷

土
資
料
人
物
編
【
復
刻
版
】』
一
三
三
～
一
三
五
頁
）。

（
（（
）
鈴
村
岩
次
郎
は
愛
知
郡
選
出
の
県
会
議
員
。
郡
部
副
議
長
を
務
め
、
県
会
議
長

に
就
任
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
県
政
倶
楽
部
を
結
成
し
、
そ
の
後
に
、

同
志
会
・
憲
政
会
に
属
し
た
（
前
掲
『
愛
知
県
史
』
通
史
編
七
、七
二
、七
四
頁
。

愛
知
県
議
会
事
務
局
編
『
愛
知
県
議
会
史
』
第
四
巻
、昭
和
三
七
年
、三
〇
七
頁
。）。

（
（（
）
大
正
六
年
六
月
一
五
日
付
愛
知
県
知
事
宛
碧
海
郡
富
士
松
村
大
字
一
ツ
木
区
民

嘆
願
書
（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
書
類
」
所
収
）。

（
（0
）『
富
士
松
村
会
議
事
録
』
大
正
八
年
三
月
五
日
。
塚
本
市
次
郎
は
、
逢
見
村
出
身
、

同
村
の
書
記・助
役
、
富
士
松
村
会
議
員
、
碧
海
郡
議
員・参
事
会
委
員
を
歴
任
し
、

富
士
松
村
村
長
に
就
任
し
た（
前
掲『
郷
土
資
料
人
物
編【
復
刻
版
】』、一
三
〇
頁
）。

（
（（
）
前
掲
『
泉
田
の
今
昔
』、
一
八
六
頁
。
橋
梁
の
工
事
費
は
三
割
を
郡・七
割
を
村
が
、

道
路
の
工
事
費
は
郡
と
県
で
五
割
ず
つ
、
負
担
し
た
。
道
路
で
は
村
会
議
決
当

初
は
郡
の
二
割
負
担
だ
っ
た
も
の
が
増
額
さ
れ
て
い
る
（「
道
路
工
事
費
調
書
」

（
酒
井
博
家
文
書
一
二
‐
七
‐
二
五
「
学
校
ニ
関
ス
ル
重
要
書
」
所
収
）。

（
（（
）
大
正
九
年
二
月
一
日
付
碧
海
郡
長
豊
田
幾
次
郎
宛
加
藤
鍵
次
郎
ほ
か
九
名
「
覚

書
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
重
要
書
」
所
収
）。

（
（（
）「
小
学
校
基
本
金
蓄
積
規
約
」（
前
掲
「
学
校
ニ
関
ス
ル
重
要
書
」
所
収
）。

（
（（
）
前
掲
『
刈
谷
市
史
』
第
三
巻
、
四
〇
〇
～
四
〇
一
頁
。

（
（（
）
前
掲
有
泉
「
明
治
国
家
と
民
衆
統
合
」、
二
五
四
頁
。
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『
旧
華
族
史
料
所
在
調
査
報
告
書（

（
（

』
に
は
板
倉
家
関
係
資
料
と
し
て
、
国
文

学
研
究
資
料
館
と
福
島
県
立
図
書
館
で
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
国
文
学

研
究
資
料
館
の
史
料
は
家
史
料
が
中
心
で
あ
る
。
一
方
で
福
島
県
立
図
書
館
の

史
料
は
藩
目
付
が
記
し
た
藩
政
史
料
で
、
現
在
は
福
島
県
歴
史
資
料
館
に
移
管

さ
れ
て
い
る
。

竹
内
家
文
書
の
中
で
、
板
倉
家
で
作
成
・
保
管
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
も

の
を
抽
出
し
た
の
が
【
表
１
】
で
あ
る
。
特
徴
的
な
史
料
に
つ
い
て
、
①
～
③

の
番
号
を
付
し
た
。

①
領
知
支
配
の
史
料
（
但
し
、「
藩
政
史
料（

（
（

」
は
少
な
い
）

②
板
倉
重
矩
関
係
史
料
（
特
に
京
都
所
司
代
在
任
時
の
も
の
）

③
幕
末
期
京
都
大
坂
の
情
報
収
集
史
料

①
に
つ
い
て
は
、
高
辻
帳
な
ど
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
の
数
は

少
な
く
、
恐
ら
く
福
島
城
を
出
る
際
に
遺
し
て
き
た
可
能
性
が
高
い
。
②
に
つ

い
て
は
、
京
都
所
司
代
在
任
時
に
武
家
伝
奏
と
の
交
渉
に
関
す
る
資
料
が
目
立

つ
。
③
に
つ
い
て
は
、
今
後
内
容
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
板
倉
家
は
代
々

大
坂
加
番
を
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
情
報
を
収
集
し
て
い
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

本
稿
で
は
、
②
の
板
倉
重
矩
関
係
資
料
に
注
目
す
る
。
重
矩
関
係
資
料
は
国

は
じ
め
に

刈
谷
市
内
に
は
刈
谷
城
を
本
拠
と
す
る
刈
谷
藩
の
ほ
か
に
、
刈
谷
市
域
の
南

部
と
そ
の
周
辺
地
域
を
所
領
と
す
る
重
原
藩
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
重
原
藩

は
、
寛
政
期
に
陸
奥
国
福
島
藩
と
刈
谷
藩
と
の
領
知
交
換
で
分
領
化
し
た
の
が

始
ま
り
で
、
明
治
維
新
以
降
に
福
島
藩
の
領
知
が
三
河
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
し
た
藩
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
年
余
り
で
廃
藩
と
な
っ
た
が
、
藩

主
板
倉
勝
達
が
移
住
し
、
支
配
を
行
っ
た
。

今
回
紹
介
す
る
史
料
は
「
竹
内
一
正
家
文
書
」（
以
下
「
竹
内
家
文
書
」
と

す
る
）
と
名
付
け
ら
れ
た
文
書
群
で
あ
る
。
こ
の
竹
内
家
は
江
戸
時
代
、
福
島

藩
三
河
分
領
の
大
庄
屋
を
勤
め
、
明
治
期
に
は
藩
主
板
倉
家
が
一
時
居
所
と
し

て
い
た
家
で
あ
る
。
そ
の
た
め
板
倉
家
関
係
史
料
が
遺
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
い

る
。
既
に
『
刈
谷
市
史
文
書
目
録
３（

（
（

』
に
て
目
録
の
整
理
と
公
開
が
さ
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
中
の
板
倉
家
関
係
資
料
に
つ
い
て
内
容
の
整
理
と
、
一

部
翻
刻
を
掲
載
し
た
い
。

重
原
藩
板
倉
家
は
長
く
京
都
所
司
代
を
勤
め
た
板
倉
勝
重
に
連
な
り
、
島

原
・
天
草
一
揆
で
戦
死
し
た
勝
重
の
次
男
・
重
昌
を
初
代
と
し
て
い
る
。
重
昌

の
子
重
矩
、
さ
ら
に
そ
の
子
の
重
種
も
老
中
を
勤
め
る
な
ど
、
近
世
初
期
に
は

長
く
幕
閣
の
地
位
に
あ
っ
た
。

［
資
料
紹
介
］

刈
谷
市
内
に
所
在
す
る
重
原
藩
（
旧
福
島
藩
）
藩
主
板
倉
重
矩
関
係
資
料
に
つ
い
て

　
附
「
女
御
御
入
内
御
覚
書
之
留
」
翻
刻

長
　
澤
　
慎
　
二
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る
。
ま
た
、
湯
谷
祐
三
氏
は
重
矩
が
匿
名
で
漢
籍
を
出
版
し
て
い
た
事
実
を
明

ら
か
に
し
、
重
矩
の
牧
民
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

（
（

。

重
矩
の
京
都
所
司
代
在
任
期
は
、
町
の
支
配
に
関
す
る
職
掌
が
所
司
代
か
ら

京
都
町
奉
行
に
分
か
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
田
中
氏
は
若
き
霊
元
天
皇
と
近

習
若
衆
の
行
動
が
憂
慮
さ
れ
る
中
で
、
幕
府
の
対
朝
廷
政
策
を
再
構
築
す
る
必

要
が
あ
っ
た
た
め
、
重
矩
が
所
司
代
と
し
て
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
論
じ

て
い
る（

（1
（

。

所
司
代
在
任
期
の
史
料
に
つ
い
て

【
表
１
】
で
②
に
分
類
し
た
も
の
に
関
し
て
、【
表
２
】
で
は
よ
り
詳
し
い

内
容
を
記
し
た
。
重
矩
関
係
資
料
の
殆
ど
が
所
司
代
在
職
時
に
作
ら
れ
た
も

の
で
、
特
に
「
覚
書
」
の
数
が
多
い
。
（（
～
（0
の
表
題
に
は
飛
鳥
井
大
納
言
・

正
親
町
大
納
言
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
武
家
伝
奏
を
勤
め
て
い
た
飛
鳥
井
雅
章
・

正
親
町
実
豊
の
こ
と
で
、
所
司
代
と
武
家
伝
奏
と
の
交
渉
記
録
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
（
・
（（
・
（（
～
（（
も
武
家
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
側
と
の
交
渉
の
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
（
・
（
は
対
朝
廷
政
策
に
関
す
る
老
中
奉
書
の

写
し
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
（（（
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
以
降
に
老
中
が
京

都
所
司
代
に
与
え
た
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
題
か
ら
は
重
矩
が
京
都
所
司

代
へ
着
任
す
る
に
あ
た
り
、
京
都
へ
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
重
矩
の
所
司
代
在
任
期
に
関
す
る
研
究
で
は
、
正
親
町
家
旧
蔵

史
料
や
中
院
文
書
と
い
っ
た
公
家
史
料
が
主
に
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
竹
内
家

文
書
は
板
倉
家
で
保
管
さ
れ
て
き
た
武
家
史
料
で
あ
り
、
所
司
代
と
し
て
遺
し

た
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
（（（
は
重
矩
が
所
司
代
就
任
に
あ
た
り
作
成
し
た
史
料

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
朝
幕
関
係
や
京
都
の
支
配
に
お
い
て
い
か

文
学
研
究
資
料
館
も
所
蔵
し
て
い
る
が
、
位
記
や
老
中
奉
書
が
中
心
で
、「
幕

府
の
役
職
に
関
わ
る
史
料
は
殆
ど
伝
存
し
て
い
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
京
都
所
司
代
の
職
務
に
関
す
る
史
料
は
竹
内
家
に
遺
さ
れ
て
い
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

板
倉
重
矩
に
つ
い
て

『
寛
政
重
修
諸
家
譜（

（
（

』
に
よ
る
と
、
板
倉
重
矩
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

に
生
ま
れ
、
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
発
生
の
島
原
・
天
草
一
揆
で
は
父
重

昌
に
付
い
て
従
軍
し
て
い
る
。
重
昌
が
戦
死
し
た
た
め
遺
領
一
万
五
千
石
の
内

一
万
石
を
継
ぎ
、
三
河
国
碧
海
郡
中
嶋
（
現
西
尾
市
）
を
本
拠
と
し
た
。
明
暦

二
年
（
一
六
五
六
）
に
は
内
膳
正
と
な
り
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
は
大

坂
定
番
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
摂
津
国
四
郡
一
万
石
を
加
増
さ
れ
て
い
る
。

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
十
二
月
に
老
中
と
な
り
、
翌
年
さ
ら
に
二
万
石
を

加
増
さ
れ
た
。
同
八
年
五
月
に
は
牧
野
親
成
に
替
わ
っ
て
京
都
所
司
代
に
任
じ

ら
れ
、
十
二
月
に
上
京
、
そ
の
後
十
年
七
月
ま
で
お
よ
そ
一
年
半
の
間
、
所
司

代
を
勤
め
た
。
江
戸
ヘ
戻
っ
た
後
は
再
び
老
中
に
任
じ
ら
れ
、
十
二
年
閏
六
月

に
は
下
野
国
烏
山
城
（
現
栃
木
県
那
須
烏
山
市
）
五
万
石
を
領
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
五
月
に
五
十
七
歳
で
死
去
し
た
。

以
上
が
大
ま
か
な
事
績
で
あ
る
が
、
重
矩
を
論
じ
る
上
で
特
に
注
目
す
る
べ

き
は
、
京
都
所
司
代
期
で
あ
る
。
老
中
か
ら
京
都
所
司
代
に
転
じ
、
再
び
老
中

と
な
っ
た
例
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
他
に
な
く
、
重
矩
の
京
都
に
お
け
る
役
割

は
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
前
は
後
任
就
任
ま
で
の
単
な
る
つ
な
ぎ

人
事
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
藤
田
恒
春
氏
は
こ
の
見
解
に
疑
問
を
呈
し（

（
（

、
野

村
玄
氏（

（
（

や
田
中
暁
龍
氏（

（
（

に
よ
っ
て
政
治
的
な
役
割
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
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覚

一　
女
御
御
入
内
付
而
為
御
入
用

　
白
銀
関
白
殿
江
被
遣
候
、
不
大
願

　
御
嘉
悦
之
由
、
其
方
迠
以
御
使
者
被
仰

　
越
候
旨
承
届
及
言
上
候
、
爰
許
江

　
茂
為
御
礼
飛
札
被
差
越
候
事
」

一　
福
知
山
引
渡
【
福
知
山
藩
主
松
平
忠
房
→
朽
木
稙
昌
に
】
之　
上
使
神
尾

　
若
狭
守
【
元
珍
】
能
勢
惣
十
郎
【
元
之
】
其
方
宅
江
去

　
廿
一
日
ニ
罷
越
、
万
端
申
談
候
由
得

　
其
意
候
事

一　
一
條
殿
【
内
房
】
祝
言
付
而
、
従
紀
伊
中
納
言
殿
・

　
小
倉
惣
兵
衛
被
差
越
候
、
万
事
其
方
江

　
相
伺
候
間
、
被
存
寄
候
通
差
図
有
之

　
由
尤
候
事

一　
舞
楽
装
束
不
足
之
分
調
候
儀
、

　
先
可
為
延
引
由
、
伝　
奏
衆
迠
被
申

　
入
候
、
前
庭
拵
置
候
道
具
於
有
之
者

　
細
工
人
共
持
参
候
様
子
と
被
相
達
候
処
」    

　
拵
置
候
、
装
束
之
由
ニ
而
豊
田
織
部
・
同

　
志
摩
持
参
候
を
一
覧
候
ヘ
ハ
、
別
紙
書
付

　
之
通
綾
穀
地
其
侭
に
て
仕
立
候
ハ
無
之
、

　
此
分
に
て
ハ
拵
置
候
と
ハ
難
申
候
よ
し

　
被
及
挨
拶
候
、
然
と
も
四
辻
殿
【
公
理
カ
】
被
申
や
う

　
弥
被
聞
届
、
右
之
綾
穀
之
代
銀
可
被

な
る
課
題
を
認
識
し
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

以
上
が
竹
内
家
文
書
に
お
け
る
板
倉
重
矩
関
係
資
料
の
概
要
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
霊
元
天
皇
の
女
御
と
し
て
鷹
司
房
子
が
入
内

す
る
に
あ
た
り
、
老
中
と
の
や
り
取
り
を
記
し
た
「
（
女
御
御
入
内
御
覚
書
之

留
」
を
翻
刻
す
る（

（（
（

。

【
凡
例
】

・
本
翻
刻
は
刈
谷
市
教
育
委
員
会
撮
影
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
竹
内
一
正
家

文
書
」
に
よ
る
。

・
体
裁
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
闕
字
は
一
字
空
き
・
平
出
は
改
行
で

反
映
し
た
。

・
旧
字
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
固
有
名
詞
を
除
き
常
用
漢
字

に
直
し
た
。

・
丁
替
は　
」　
で
付
し
た
。

・
判
読
が
困
難
な
字
に
つ
い
て
は
、
□
で
囲
っ
た
。

・
理
解
の
助
け
と
す
る
た
め
、
主
要
な
人
物
に
関
し
て
は
註
を
【　
】
で
付

し
た
。

・
読
点
は
翻
刻
者
が
適
宜
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

４　
（
表
紙
）

　
　
女
御
御
入
内

　
　
　
　
御
覚
書
之
留
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二
人
之
内
一
人
者
七
十
余
歳
之
も
の
其
上

　
乱
気
故
、
申
様
も
わ
け
無
之
此
有
之

　
妻
女
悪
人
に
て
、
は
く
ち
打
盗
人
之

　
宿
仕
候
由
同
類
共
申
た
て
、
一
人
者
一
両
度

　
は
く
ち
打
之
宿
仕
や
う
に
申
候
、
然
と
白
状
」

　
無
之
両
人
之
者
ハ
助
左
衛
門
所
へ
相
渡
し

　
其
所
之
も
の
共
に
様
子
相
尋
、
弥
僉
議

　
之
上
追
放
欤
、
又
女
に
て
も
い
た
つ
ら
者

　
無
紛
候
ハ
ヽ
斬
罪
欤
存
寄
之
通
申
越

　
候
様
に
と
助
左
衛
門
所
ヘ
対
馬
守
よ
り
可

　
申
遣
之
旨
被
相
達
候
由
、
令
承
知
候
事

一　
去
二
月
は
く
ち
打
斬
罪
以
後
分
退
よ

　
ろ
し
き
町
人
共
、
は
く
ち
打
候
訴
人

　
有
之
而
九
人
捕
之
糺
明
之
処
、
京
都

　
頭
取
之
は
く
ち
打
に
て
候
よ
し

　
近
日
可
被
行
斬
罪
候
、
只
今
迠
は

　
か
ろ
き
も
の
斗
被
行
科
如
此
之
も
の
」

　
不
出
候
、
此
者
共
被
処
厳
科
と
て
京
都
之

　
は
く
ち
打
大
形
や
ミ
候
ハ
ん
と
被
存
候
、

　
自
今
以
後
何
者
に
て
も
は
く
ち
打
候

　
も
の
ゝ
分
斬
罪
可
然
之
旨
、
対
馬
守
に

　
被
申
渡
候
由
、
得
其
意
尤
候
事

　
　
以
上

　
　
八
月
廿
九
日　
　
久
世
大
和
守
【
広
之
・
老
中
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
美
濃
守
【
正
則
・
老
中
】

　
相
渡
欤
と
被
申
越
候
、
此
分
ハ
被
召
上
候
而

　
し
た
て
差
上
候
様
ニ
可
被
申
渡
候
、
但

　
し
た
て
候
積
り
考
可
有
之
事
候
、

　
ゐ
か
に
候
間
申
入
候
事

一　
富
田
御
香
物
雨
宮
対
馬
守
【
正
種
・
京
都
町
奉
行
】
差
上
候
付
而

　
以
宿
次
到
来
得
其
意
候
事
」

一　
松
平
将
監
【
定
房
】
参
府
付
而
、
其
許
江
立

　
寄
被
遂
対
話
其
方
迠
急
之
由

　
承
届
候
事

一　
松
平
主
殿
頭
【
忠
房
】
去
卅
日
上
京
、
今
度
結
構

　
成
仕
合
長
崎
御
用
迠
被　
仰
付
重
盈

　
難
有
之
旨
申
之
、
翌
日
福
知
山
江
被

　
罷
越
候
由
令
承
知
候
事

一　
井
伊
掃
部
頭
於
領
内
捕
之
差
越
候
、

　
博
奕
之
族
被
遂
穿
鑿
候
処
、
博
奕
者

　
勿
論
盗
人
無
紛
候
、
掃
部
頭
領
分
ヘ

　
遣
之
、
可
行
科
欤
与
雨
宮
対
馬
守
伺
之

　
候
得
共
、
掃
部
頭
領
内
之
者
に
て
無
之
候
」

　
其
辺
に
て
は
く
ち
又
ハ
盗
も
仕
候
間
、
於

　
京
都
可
為
斬
罪
旨
被
申
渡
候
由
尤
候
事

一　
右
之
は
く
ち
打
を
致
訴
へ
候
庄
や
町
之

　
も
の
五
人
名
寄
之
僉
議
之
処
、
五
人
之
内

　
三
人
は
く
ち
打
盗
人
之
宿
仕
り
い
た
つ
ら

　
も
の
無
紛
候
間
、
河
合
助
左
衛
門
ニ
申
渡
し

　
庄
や
に
て
斬
罪
獄
門
に
か
け
可
然
候
、
残
る
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白
銀
弐
拾
枚　
松
平
新
太
郎

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
大
隅
守

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
相
模
守

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
安
芸
守

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
大
膳
大
夫

　
　
右
同
断　
　
　
細
川
越
中
守

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
右
衛
門
佐

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
丹
後
守

　
　
右
同
断　
　
　
藤
堂
和
泉
守

　
　
右
同
断　
　
　
松
平
亀
千
代
」

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
弐
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚

　
女
院
御
所

　
　
同
断　
　
松
平
越
後
守

　
　
右
同
断　
松
平
讃
岐
守

　
　
右
同
断　
酒
井
雅
楽
頭

　
　
右
同
断　
保
科
筑
前
守

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
弐
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚　
尾
張
中
将
殿
」

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
壱
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
豊
後
守
【
忠
秋
・
前
老
中
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭
【
忠
清
・
大
老
】

　
　
板
倉
内
膳
正
殿

　
寛
文
九
酉
八
月
廿
九
日
之
御
答
書
九
月
四
日

　
亥
ノ
下
刻
到
来
」

［
一
丁
空
白
］

　
　
女
御
御
入　
内
付
而

　
　
進
上
物
之
覚

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
三
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
弐
拾
枚
」

　
女
院
御
所

　
　
同
断　
　
甲
府
宰
相
殿

　
　
右
同
断　
館
林
宰
相
殿

　
　
右
同
断　
尾
張
中
納
言
殿

　
　
右
同
断　
紀
伊
中
納
言
殿

　
　
右
同
断　
水
戸
宰
相
殿

　
　
右
同
断　
松
平
加
賀
守

　
　
右
同
断　
松
平
越
前
守

　
　
右
同
断　
井
伊
掃
部
頭

　
　
　
以
上

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
三
枚
」

　
女
御
御
方
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右
同
断　
　
土
屋
但
馬
守

　
　
右
同
断　
　
牧
野
佐
渡
守

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
壱
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚　
松
平
但
馬
守

　
　
同
断　
　
　
松
平
刑
部
太
輔

　
　
同
断　
　
　
松
平
播
磨
守

　
　
同
断　
　
　
伊
達
遠
江
守

　
　
同
断　
　
　
宗
対
馬
守

　
　
同
断　
　
　
織
田
山
城
守

　
　
　
以
上
」

　
右
之
通
以
使
者
献
上
候
様
ニ
被
申
渡

　
為
御
心
得
写
進
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
但
馬
守

　
　
閏
十
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
美
濃
守

　
　
板
倉
内
膳
正
殿

　
寛
文
九
酉
閏
十
月
十
三
日
之
御
覚
書
同
十
七
日
申
ノ
下
刻
到
来

　
先
月
廿
八
ヨ
リ
去
五
日
両
度
之
一
書
令
拝
見
候

一　
鈴
木
淡
路
守
【
重
泰
・
新
院
附
】　
御
目
見
仕
候
刻
其
方
儀

　
御
態
御
尋
之
趣
相
達
急
被
存
由
、
得
其
意
候
事

一　
新
院
【
後
西
院
】
御
所
先
月
廿
五
日　
若
宮
御
誕
生

　
是
者
六
条
殿
御
腹
之
由
、
得
其
意
候
事

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚　
水
戸
少
将
殿

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
弐
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚　
佐
竹
修
理
大
夫

　
　
同
断　
　
　
森
内
記

　
　
同
断　
　
　
松
平
淡
路
守

　
　
同
断　
　
　
丹
羽
左
京
大
夫

　
　
同
断　
　
　
松
平
出
羽
守

　
　
同
断　
　
　
松
平
大
和
守

　
　
同
断　
　
　
本
多
内
記
」

　
　
同
断　
　
　
松
平
下
総
守

　
　
同
断　
　
　
松
平
土
佐
守

　
　
同
断　
　
　
有
馬
中
務
大
輔

　
　
同
断　
　
　
蜂
須
賀
千
松

　
　
同
断　
　
　
上
杉
喜
平
次

　
禁
裏

　
　
御
太
刀
馬
代
黄
金
壱
枚

　
女
御
御
方

　
　
白
銀
拾
枚

　
女
院
御
所

　
　
同
断　
　
　
阿
部
豊
後
守

　
　
右
同
断　
　
稲
葉
美
濃
守
」

　
　
右
同
断　
　
久
世
大
和
守
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差
図
に
て
織
部
志
摩
調
候
儀
無
紛
候
由

　
両
伝　
奏
よ
り
其
方
江
被
申
渡
候
間
、
弥
被

　
召
上
候
様
ニ
可
被
仕
候
、
先
日
差
越
候
帳
面
に

　
何
之
装
束
者
綾
穀
何
尺
代
銀
何
程
と
記

　
有
之
候
間
、
様
子
之
承
届
其
上
に
て
仕
立

　
差
上
候
様
子
可
被
申
付
由
、
承
届
尤
候
事

一　
高
木
主
水
正
【
正
盛
・
大
番
頭
・
室
が
板
倉
重
矩
女
】
過
半
気
色
能
候　

得
と
も
、
当
年

　
中
な
と
御
番
可
勤
躰
ニ
無
之
候
故
、
御
役
訴
訟

　
被
致
候
、
早
速
達　
上
聞
御
懇
之

　
上
意
に
て
御
免
被
成
、
其
方
ま
て
難
有

　
被
存
由
、
承
届
尤
候
事

一　
先
月
中
従　
御
所
方
色
々
拝
領
物
之
」

　
書
立
到
来
候
、　
女
院
様
【
東
福
門
院
和
子
】
よ
り
重
陽
之

　
御
服
も
拝
領
之
由
承
届
候
、
紙
面
之
通
御
次
而

　
之
刻
可
及
言
上
候
事

一　
一
条
大
納
言
殿
御
祝
言
当
月
廿
五
廿
七
両
日

　
之
内
之
御
沙
汰
の
よ
し
、
承
届
候
事

　
　
以
上

　
　
九
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
但
馬
守
【
数
直
・
老
中
】

　
寛
文
九
酉
九
月
十
一
日
御
覚
書　
　
稲
葉
美
濃
守

　
同
十
五
日
寅
上
刻
到
来　
　
　
　
　
阿
部
豊
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
　
　
板
倉
内
膳
正
様
」

一　
鞍
馬
寺
出
家
共
常
々
入
精
堂
塔
雨
も
り
候
」

　
所
も
、
自
分
と
し
て
年
々
修
復
い
た
し
寄
持
成

　
心
入
之
由
、
牧
野
佐
渡
守
【
親
成
・
前
京
都
所
司
代
】
申
上
候
本
堂
屋
祢

　
修
復
料
被
下
候
故
、
弥
出
家
共
出
精
自
身

　
食
物
も
こ
し
ら
へ
被
下
候
、
一
人
有
之
弟
子

　
沙
弥
ま
て
も
手
伝
に
出
し
、
大
か
た
は

　
出
家
共
作
事
奉
行
仕
、
時
に
よ
り
持
は
こ
ひ

　
仕
、
京
中
に
て
も
粗
寄
持
之
沙
汰
有
之
候
、

　
此
比
鞍
馬
口
見
分
之
次
而
に
被
立
寄
修
復

　
之
様
子
見
分
候
、
本
堂
不
及
申
内
さ
て

　
修
復
い
た
し
一
段
よ
く
出
来
候
、
兼
而
ハ
本
堂

　
斗
之
修
理
料
被
下
候
處
、
本
堂
ハ
右
之
通

　
山
門
多
宝
塔
其
外
堂
二
修
復
只
今
仕
躰
ニ
候
、」

　
出
家
共
存
入
寄
持
之
儀
と
ほ
め
被
申
候
、
何
連

　
其
言
葉
に
の
り
て
御
金
を
此
上
に
三
百
両

　
程
拝
領
候
ハ
ヽ
、
大
た
ち
た
る
堂
塔
不
残

　
修
復
可
仕
と
奉
願
候
由
、
紙
面
之
通
委
細

　
承
届
候
、
洛
中
洛
外
大
か
た
出
家
社
人

　
無
精
故
、
は
や
く
破
損
仕
候
と
被
存
候
、
鞍
馬
之

　
出
家
共
ハ
一
入
寄
物
に
被
存
候
由
、
承
届
候
事

一　
石
川
主
殿
頭
【
憲
之
・
淀
藩
主
】
御
預
所
之
内
、
水
損
付
而
八
木
被
拝

　
借
候
様
子
と
百
姓
共
願
之
通
主
殿
頭
よ
り

　
御
勘
定
奉
行
ま
て
相
伺
候
処
可
然
旨

　
申
越
候
段
尤
被
存
候
由
、
得
其
意
候
事

一　
舞
楽
装
束
之
内
綾
穀
調
置
候
儀
、
四
辻
殿
」
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注
（
（
）
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
刈
谷
市
史
文
書
目
録　

３
』
一
九
九
九
年
、
史
料
群

の
伝
来
は
解
題
に
よ
る

（
（
）
学
習
院
大
学
史
料
館
編
『
旧
華
族
史
料
所
在
調
査
報
告
書　
本
編
１
』
一
九
九
三

年
、
（（
板
倉
勝
達
の
項
に
よ
る

（
（
）
こ
こ
で
い
う
「
藩
政
史
料
」
と
は
福
島
藩
の
職
制
や
職
掌
に
関
す
る
史
料
の
こ

と
で
あ
る
。
板
倉
家
の
系
図
や
由
緒
書
な
ど
は
存
在
す
る
が
、
藩
主
の
御
用
日

記
な
ど
は
皆
無
で
あ
る
。

（
（
）
た
だ
し
、
竹
内
宛
の
史
料
群
に
も
幕
末
関
係
の
も
の
は
多
い
。
重
原
領
域
は
東

海
道
筋
に
近
く
、
大
庄
屋
の
竹
内
家
と
し
て
も
情
報
の
収
集
は
必
要
だ
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
）『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜　
第
二
』
板
倉
重
矩
の
項

（
（
）
藤
田
恒
春
「
京
都
所
司
代
板
倉
重
矩
就
任
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
史
研
究
』

二
三
八
、一
九
八
二
年
）

（
（
）
野
村
玄
「
寛
文
期
の
『
叡
慮
』
と
江
戸
幕
府
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
八
二
、二
〇
〇
二
年
、
の
ち
『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
清
文
堂
出
版
、

二
〇
〇
六
年
に
収
録
）

（
（
）
田
中
暁
龍
①
「
板
倉
重
矩
の
京
都
所
司
代
就
任
の
意
義-

板
倉
重
矩
の
誓
状
を

め
ぐ
っ
て-

」（『
日
本
史
研
究
』
四
六
六
、二
〇
〇
一
年
、
の
ち
「
京
都
所
司
代

板
倉
重
矩
と
寛
文
期
の
朝
幕
関
係
」
と
し
て
『
近
世
前
期
朝
幕
関
係
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
に
収
録
）、
②
「
寛
文
期
の
禁
中
女
房
衆
の
掟
条
目

と
起
請
文
（『
桜
美
林
論
考　

人
文
研
究
』
二
、二
〇
一
一
年
、
の
ち
「
寛
文
期

の
禁
中
女
房
衆
の
法
制-

『
正
親
町
家
旧
蔵
書
本
』
を
中
心
に
」
と
し
て
『
近
世

朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
に
収
録
）

［
一
丁
空
白
］

　
曇
花
院
殿
従
先
月
廿
九
日
靃

　
乱
之
様
御
煩
玄
伯
薬
御
服
用
候
之

　
処
、
遂
日
重
従
三
日
林
市
之
進
致

　
療
治
候
得
共
、
不
相
叶
四
日
御
逝
去
候
、

　
同
日
昼
時
分
従
曇
花
院
殿
其
方
江

　
被
差
越
使
者
候
、
得
気
色
差
談
」

　
候
故
御
弟
子
之
儀
、　
新
院
之
姫
宮

　
御
願
之
由
被
申
上
候
間
、
左
様
被
心
得

　
候
へ
と
の
儀
候
、
前
底
御
病
気
之
段

　
不
被
承
候
由
得
其
意
候
、
紙
面
之

　
通
及
言
上
候
、
如
承
御
台
様

　
被
聞
召
候
、
御
愁
傷
之
御
事
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
但
馬
守

　
　
六
月
十
二
日　
　
　
　
　
久
世
大
和
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
葉
美
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
　
　
板
倉
内
膳
正
殿

　
寛
文
十
戌
六
月
十
二
日
之
御
覚
書
同
十
六
日
午
ノ
下
刻
到
来
」

［
以
後
三
丁
空
白
］



18 刈谷市内に所在する重原藩（旧福島藩）藩主板倉重矩関係資料について

（
（
）
湯
谷
祐
三
「
京
都
所
司
代
板
倉
重
矩
の
知
ら
れ
ざ
る
出
版
活
動
：
そ
の
思
想
と

影
響
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
四
五・
四
六
、二
〇
一
三-

二
〇
一
四
年
）

（
（0
）
前
掲
註
（
（
）
田
中
①
論
文

（
（（
）
表
題
に
は
「
女
御
御
入
内
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
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番号 表　題 年　代 差出人 請取人 形態 員数 分類

（ （板倉家寄進物の覚）・包 正保（.（.（ 板倉主水佑重矩 状 （ ②

（ 江戸江申上禁中方御□之覚 寛文（.（.（0 縦 （ ②

（ 御奉書并御覚書之留 寛文（0. 縦 （ ②

（ 女御入内御覚書之留 寛文（0. 縦 （ ②

（ （板倉重矩履歴） （寛文） 状 （ ②

（ （板倉氏系図） （天和（以降） 状 （ ②

（ （板倉周防守の履歴） 元文（.（.（（ 板倉周防守 状 （ 他

（ 覚（板倉家歴代当主） （明和（）（.（ 板倉蔵人 状 （ 他

（ 系譜之内御尋箇條糺書・包 文化（.（（. 板倉内膳正 縦 （ 他

（0 （板倉教之助宛割付） （明治（）己已.（. 行政官 板倉教之助 状 （ ③

（（ （板倉家由緒書） 縦 （ ③

（（ （板倉家先祖の覚） 状 （ 他

（（ （板倉家由緒覚） 縦 （ ②

（（ 嶋原一起御供之抜書 縦 （ ②

（（ 公家衆往来之留書 縦 （ ②

（（ 源忠公御上書写 縦 （ ②

（（ 参州幡豆郡万燈山長円寺御菩提所御寄附之御付物覚 縦 （ 他

（（ 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 縦 （ ②

（（ 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 縦 （ ②

（0 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 縦 （ ②

（（ 大小名善人評判之事 縦 （ ②

（（ 在京并禁裏御用書 縦 （ ②

（（ 伝奏衆御返答口上之覚写 （板倉内膳正） 縦 （ ②

（（ 両伝奏返答書之留 （板倉内膳正） 縦 （ ②

（（ （火消出動の祢詞） 板倉内膳正 状 （ ③

（（ （呼び出し状）・包 板倉内膳正家来 状 （ ③

（（ 猿江御抱屋敷御拝領地被仰付候御書付 板倉甲斐守 板倉甲斐守家来 状 （ ①

（（ （拝領物）・包 状 （ ②

（（ （拝領品の覚）・包 状 （ 他

（0 （板倉領地配分の覚） 寛文（.（. 板倉内膳正 小笠原山城守他（名 状 （ ①

（（ 領知覚・包 寛文（（.（.（ 状 （ ①

（（ 陸奥国・三河国・上総国福島領郷村高辻帳・包 享保（.（（.（（ 板倉甲斐守 朽木民部少輔他（名 縦 （ ①

（（ 陸奥国・三河国・上総国之内領地郷村高辻長・包 延享（.（.（（ 板倉式部 秋元摂津守他（名 縦 （ ①

（（ 陸奥国・上総国・三河国之内領地郷村高辻帳・包 天保（.（0.（（ 板倉内膳正 本多下総守他（名 縦 （ ①

（（ 内膳正□□様御知行□□御加増御拝領之事 状 （ ①

（（ （弁事宛礼状その他書付の写） 明治（.（（.～明治（.（. 板倉他 弁事他 状 （ ③

（（ （朝幕関係ニ付書付） 縦 （ ③

（（ （勅定ニ付書付）・前欠 水戸京留守居鵜飼吉右衛門他（ 状 （ ③

（（ （万石以上の面々国産品朝廷江貢献ニ付書付） 横 （ ③

【表１】「竹内一正家文書 No.（」のうち、板倉家関係史料群
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番号 表　題 年　代 差出人 請取人 形態 員数 分類

（（ （対外関係ニ付意見書） 処女菅原朝臣董子 縦 （ ③

（（ （水戸田丸稲右衛門の行列の様子ニ付書付） 状綴 （ ③

（（ 書状（島原の乱ニ付） （寛永）（（.晦 堀田加賀守正成他（名 板倉内膳正 状 （ 他

（（ 書状（内膳正娘縁組ニ付聞合）・包 寛政（.（.（（ 溝口祐之丞海野甚右衛門他（名 板倉内膳正内留主居 状 （ 他

（（ 書状（今度出陣助成ニ付） 寅.（. 慶喜 厳如 状 （ ③

（（ 書状（出発前福田屋へ入来ニ付） （.（ 板倉勝尚 竹内林衛 状 （ ③※

（（ 書状（安芸殺害ニ付） （.（（ 内膳 池田新兵衛他（名 状 （ ③

（（（ 書状（御内書頂戴ニ付） （（.（（ 土屋但馬守数直 板倉石見守 状 （ 他

（（（ 書状（歌ニ而拝領仕ニ付） （（.（（ 板隠岐守 山城守 状 （ 他

（（（ 京都江被仰遣候公用之覚書写 万治（.（.（～寛文（.（.（（ 縦 （ ②

（（（ （赤銅瓢箪ニ付） 寛文（.（.（ 後藤四郎兵衛光侶 状 （ ②

（（（ 覚（猿楽配当米）・包 （寛政（）子.（. 大久保内膳他（（名 板倉内膳正 状 （ ①

（（（ （桑折支配所無宿・無頼之者横行ニ付書付） 寅.（. 桑折御役所他 縦 （ ①

（（（ 覚（京都住居被仰付ニ付） （（. 状 （ ③

（（（ 井上河内守殿御渡候御書付写 状 （ ③

（（（ 禁中方覚書 縦 （ ②

（（（ 禁中雑事留書 縦 （ ②

（（0 （桑折百姓一揆の覚） 状綴 （ ①

（（（ （お礼のため目録献上ニ付） 状 （ 他

（（（ 御料所取扱方諸書物　乾 縦 （ ①

（（（ （日光山御石碑絵面并妙道院由緒書） 一括 他

（0（ 自疂列以目羽戦隊布列須序之図 状 （ ③

（0（ 書札 横半 （ ②

（0（ （天寛日記の目録） 状 （ ②

（（（ 京都御系図 折本 （ ②

（（（ 林氏系図 縦 （ ②カ

分類は下記による。以下のいずれにも分類できないものは「他」とした
　①領知支配の史料
　②板倉重矩関係史料
　③幕末期京都大坂の情報収集史料
　※板倉→竹内宛のため、板倉家伝来資料ではないが、内容から③に分類した
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番号 表　題 内　容 所司代

（ （板倉家寄進物の覚）・包 長圓寺等への寄進文書写

（ 江戸江申上禁中方御□之覚 江戸へ出した覚書の控 ○

（ 御奉書并御覚書之留 老中から届けられた覚書等の留書 ○

（ 女御入内御覚書之留 老中から届けられた覚書等の留書 
内容は女御（鷹司房子）入内以外もあり ○

（ （板倉重矩履歴） 外題「林大学頭様ﾖﾘ御家補任御召之節、板倉右近様老中江召合候節書付被越候一紙」

（ （板倉氏系図） 足利泰氏から重矩の孫、重長までの系図

（（ （板倉家由緒覚） 重矩の生い立ちや世間の評判等を集めたもの

（（ 嶋原一起御供之抜書 重昌・重矩親子に随従した家臣・浪人等の書上

（（ 公家衆往来之留書 公家や寺社から重矩宛てに出された書状の留書 ○

（（ 源忠公御上書写 重矩が政務のあり方や、大名家としてふさわしい縁組について述べた上書の写

（（ 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 武家伝奏からの口上覚の留書 ○

（（ 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 同上 ○

（0 飛鳥井大納言殿正親町大納言殿口上之覚書 同上 ○

（（ 大小名善人評判之事 寛文年間に作られた、武将の性格や評判について記した書物。（重矩は「四徳」の１人
として挙げられる）

（（ 在京并禁裏御用書 公家とのやり取りを記した記録。（特に霊元天皇や仙洞（後水尾天皇）の意向に従って
公家衆が動いている様子が伺える） ○

（（ 伝奏衆御返答口上之覚写 飛鳥井・正親町両武家伝奏からの口上覚の留書 ○

（（ 両伝奏返答書之留 同上 ○

（（ （拝領物）・包 禁裏・仙洞等からの拝領物の書上

（（（ 京都江被仰遣候公用之覚書写 重矩が京都所司代に就任するにあたり、職務に係る過去の覚書を整理したもの ○

（（（ （赤銅瓢箪ニ付） 後藤乗真作の「赤胴瓢箪に牛の笄（かんざし）」の代金を支払ったもの

（（（ 禁中方覚書 門跡の石高、及び親王・公家・地下官人の住所が記されているもの ○

（（（ 禁中雑事留書

表紙に下記の副題あり 
　寛文九年官位之儀付而　勅問并御請勘例等 
　近代御即位以後年号改元之例 
　中務卿親王御元服之事 
　摂政ト関白ト差別之事 
　武家伝　奏之次第

○

（0（ 書札 女房奉書等の雛形、及び天皇や公家への書札礼についてまとめたもの ○

（0（ （天寛日記の目録） 「天寛日記」のうち、島原・天草一揆に関わる簿冊について、書上げたもの（内容の写
はなし）

（（（ 京都御系図 寛文（年時点の天皇・親王家の系譜 ○

（（（ 林氏系図 藤原氏の系図（鎌足以降）に、林家（織田信長に臣従した林家）の系譜を追記したもの

・板倉重矩の京都所司代の職務に関するものについて右に○を付した。

【表２】板倉重矩関係資料の内容（暫定版）
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が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
系
譜
」（
竪
帳
、
縦
（（
・
５
㌢
、
横
（（
㌢
）
に
よ

れ
ば
、
中
島
家
は
畠
山
氏
の
流
れ
を
汲
む
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
中
島
家
文
書
に

は
、
紀
伊
国
の
利
生
護
国
寺
文
書（

（
（

を
は
じ
め
と
し
て
畠
山
氏
の
受
発
給
文
書
の

写（
（
（

が
複
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
中
島
家
と
畠
山
氏
と
の
つ
な
が
り
は
「
系
譜
」

の
み
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
畠
山
氏
関
係
文
書
の
写
を
作
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
関
連
性
を
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
系
譜
」
に
は
家
伝
の
文
書
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下

に
引
用
す
る
。

　
　
　
伝
来
家
蔵
目
録

将
軍
普
光
院
義
教
公
御
内
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

将
軍
慈
照
院
義
政
公
御
内
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

南
都
法
親
王
令
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
一
乗
院
一
品

　
　
　
　
　
　
沙
弥
持
国
ノ
事

　
　
応
永
卅
一
年
十
月
十
三
日　
　
直
判　
　
　
　
　
一
通

　
　
六
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
持
国
直
判　
　
　
　
一
通

　
　
十
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
尚
慶
直
判　
　
　
　
一
通

　
　
　
右
三
通　
　
　
　
　
　
　
清
右
衛
門
殿
之
書
状
相
添

　
　
文
明
十
年
十
二
月
廿
四
日　
右
衛
門
佐

　
　
延
徳
三
年
三
月
廿
一
日　
　
基
家

は
じ
め
に

本
稿
で
紹
介
す
る
中
島
家
文
書
は
、
刈
谷
藩
士
で
俳
人
の
中
島
秋
挙（

（
（

の
家
わ

け
文
書
群
で
、
当
館
開
館
と
同
時
期
に
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
た
、
豊
臣
秀
吉
朱

印
状
の
原
本（

（
（

を
所
収
す
る
文
書
群
で
あ
る
。
開
館
当
初
に
開
催
し
た
企
画
展

「
初
代
刈
谷
藩
主　

水
野
勝
成
展
～
「
鬼
日
向
」
の
い
く
さ
と
ま
ち
づ
く
り

～（
（
（

」
や
令
和
三
年
度
春
期
企
画
展
「
歴
史
へ
の
い
ざ
な
い
―
佐
藤
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
魅
力
―（

（
（

」
に
お
い
て
同
朱
印
状
を
展
示
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
未
紹
介
の

中
世
～
近
世
初
期
の
文
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
紹
介
し
た

い
。

中
島
家
文
書
の
概
要
と
系
譜

中
島
家
文
書
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
、
中
島
家
菩
提
寺
で
あ
る

十
念
寺
に
お
い
て
担
当
学
芸
員
が
調
査
を
行
い
、
平
成
三
十
一
年
に
か
け
て
寄

贈
の
手
続
き
を
進
め
、
当
館
蔵
と
な
っ
た（

（
（

。

中
島
秋
挙
の
俳
諧
関
係
史
料
を
含
む
近
世
以
降
の
文
書
群
と
、
中
世
文
書
の

写
や
近
世
初
期
の
文
書
群
に
大
別
さ
れ
、
中
世
文
書
の
写
な
ど
は
縦
五
一・
〇

㌢
、
横
三
二・
五
㌢
、
高
さ
一
六・
〇
㌢
の
箱

（
（
（

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
先
祖
を
た
ど
り
、
当
時
よ
り
所
持
し
て
い
た
文
書
も
記
録
さ
れ
る
「
系
譜
」

［
資
料
紹
介
］

中
島
家
文
書
所
収　
畠
山
氏
関
係
お
よ
び
中
近
世
移
行
期
史
料

山
　
下
　
智
　
也
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七
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
義
豊

　
　
天
文
十
二
年　
　
　
　
　
　
在
氏

　
　
五
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
徳
本

　
　
天
文
廿
三
年
正
月
廿
八
日　
隅
田
組
五
十
人
一
紙
連
判

　
　
　
　
右
六
通
者
扣
也

（
中
略
）

　
　
大
永
五
年
八
月
廿
七
日　
綸
旨
写　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
右
仙
人
翁
是
吉
賜　
　
此
子
孫
ハ
木
村
市
郎
右
衛
門

　
　
太
閤
秀
吉
公　
加
藤
主
計
頭
エ

賜
朝
鮮
国
下
知
状　
御
朱
印　
　
　
　
　
　

 

一
通

　
　
武
田
勝
頼
候　
曾
根
内
匠
介
エ

賜
下
知
状

　
　
御
朱
印　
　
　
　
　
　

 

一
通

　
　
　
　
右
ハ
外
戚
ヨ
リ
伝
来
ノ
物
也

畠
山
家
に
関
す
る
文
書
や
外
戚
か
ら
の
伝
来
と
す
る
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
・
武

田
家
朱
印
状
等
家
伝
の
宝
物
と
し
て
記
載
し
て
い
る
が
、
文
書
一
覧
に
あ
る
通

り
、
里
見
義
弘
や
渡
辺
治
綱
の
書
状
な
ど
記
載
の
無
い
文
書
も
あ
り
、
系
譜
編

纂
後
に
収
集
し
た
文
書
も
存
在
す
る
。

以
下
で
は
、
中
島
家
文
書
の
う
ち
中
世
～
織
豊
・
近
世
初
期
の
文
書
全
十
八

点
を
翻
刻
し
、
簡
単
な
解
説
を
付
し
て
紹
介
し
た
い
。

注
（
（
）
中
島
秋
挙
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
刈
谷
藩
士
中
島
左
守
高
贇
の
嫡
子
と

し
て
生
ま
れ
た
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
致
仕
・
薙
髪
し
て
俳
諧
の
道
を
志
し
、

鶴
田
卓
池
の
紹
介
で
井
上
士
郎
の
門
に
入
っ
た
。
小
垣
江
村
に
設
け
た
曙
庵
を

根
拠
と
し
、
全
国
へ
旅
に
出
て
紀
行
文
を
書
き
記
す
な
ど
俳
諧
行
脚
、
興
行
に

活
躍
し
た
（『
刈
谷
市
史　
第
二
巻　
近
世
』
八
三
九—

八
四
〇
頁
）。

（
（
）
天
正
二
十
年
三
月
二
十
三
日
付
、
加
藤
清
正
宛
。
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣

秀
吉
文
書
集
五
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
に
三
九
九
五
号
と
し
て
所
収
。

そ
れ
ま
で
は『
黒
田
家
譜
』に
同
文
で
西
国
諸
大
名
に
宛
て
た
朱
印
状
の
写（『
同

文
書
集
』
三
九
九
六
号
）
が
載
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
発
見
は
『
黒

田
家
譜
』
の
当
該
部
分
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

（
（
）
会
期
：
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
四
日
～
五
月
十
九
日
。
同
展
の
展
示
図
録
に

は
図
版
お
よ
び
翻
刻
を
掲
載
し
た
。

（
（
）
会
期
：
令
和
三
年
四
月
二
十
四
日
～
六
月
六
日
。

（
（
）
寄
贈
ま
で
の
経
緯
は
、
当
館
開
館
以
前
（
筆
者
入
庁
以
前
）
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、

寄
贈
ま
で
の
経
緯
を
ま
と
め
た
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
（
）
黒
漆
塗
で
金
の
五
七
桐
紋
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
蓋
の
裏
に
は
、
朱
で
二
つ
引

両
紋
が
描
か
れ
、「
畠
山
末
裔
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
五
七
桐
、
二
つ
引
両

は
畠
山
家
の
家
紋
で
あ
る
。
紐
は
片
側
が
切
れ
て
い
る
。

（
（
）  

表
題
「
系
譜
」。
内
題
に
「
畠
山
家
系
譜
」
と
あ
り
、
冒
頭
に
は
「
鎮
守
府
諸
軍

義
家
」
か
ら
の
系
図
を
載
せ
る
。
特
に
畠
山
政
長
、
尚
順
、
稙
長
に
つ
い
て
そ

の
事
蹟
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
利
生
護
国
寺
文
書
の
原
本
は
、
現
在
三
巻
の
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
一

巻
は
縁
起
、
残
り
の
二
巻
は
文
書
が
張
り
継
が
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
四
至
案

や
寄
進
状
な
ど
、
も
う
ひ
と
つ
は
院
宣
や
寺
領
安
堵
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

畠
山
氏
か
ら
の
文
書
は
後
者
の
所
収
で
あ
る
。

（
（
）
奥
書
な
ど
か
ら
、
写
は
主
に
小
松
大
学
重
遠
と
い
う
人
物
に
よ
る
作
成
で
あ
る
。

そ
の
他
の
筆
跡
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
重
遠
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

中
島
家
の
系
譜
を
た
ど
り
、
畠
山
氏
関
係
文
書
を
調
査
し
た
中
心
人
物
で
あ
る
。
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No. 文書名 年代 差出 宛所 備考 「系譜」
への記載

（ 畠山満家判物写 応永（（年（0月（（日 沙弥（花押影） 利生護国寺住持 「系譜」差出者誤認 （有）

（ 畠山持国書状写 年未詳（月（（日 徳本（花押影） 利生護国寺 有

（ 畠山尚慶判物写 （明応（年）（月（（日 尚慶（花押影） 利生護国寺 有

（ 後柏原天皇綸旨写
（-①・②は一紙に書上、
原本：①醍醐寺文書、
②宝来寺文書

有

① 後柏原天皇綸旨写 大永（年（月（（日 右大弁 参内仙人翁是吉 有

② 後柏原天皇綸旨写 大永（年（月（（日 右大弁 有

（ 畠山氏関係文書写

（-①～④は一紙に書上、
原本：利生護国寺文書
（①橋Ⅳ（0（号、②同
（0（号、③同（（（号、④
同（（（号）

有

① 畠山義就判物写 文明（0年（（月（（日 右衛門佐判 利生護国寺住持 有

② 畠山基家判物写 延徳（年（月（（日 基家判 利生護国寺住持 有

③ 畠山義豊判物写 年未詳（月（日 義豊判 利生護国寺 有

④ 畠山在氏判物写 天文（（年（（月（日 在氏 護国寺住持 有

（ 畠山与惣五郎大夫殿家臣隅田
組五十人之内姓名書上 天文（（年（月（（日 有

（ 畠山尾張守宛書状写 年未詳（月（（日 （花押影） 畠山尾張守殿

（ 畠山尾張守宛書状写 年未詳（月（（日 （花押影） 畠山尾張守殿

（ 足利義稙御内書写 年未詳（0月（日 （花押影） 畠山次郎とのへ 「系譜」差出者誤認 （有）

（0 足利義稙御内書写 年未詳（0月（日 （花押影） 畠山次郎とのへ 同上 （有）

（（ 足利義晴御内書写 （大永（年ヵ）（月（日 （花押影） 畠山尾張守とのへ

（（ 足利義晴御内書写 （大永（年ヵ）（月（日 （花押影） 畠山尾張守とのへ

（（ 足利義晴御内書写 （大永（年ヵ）（月（日 （花押影） 畠山尾張守とのへ

（（ 足利義昭書状写 年未詳（月（日 （花押影） （欠） 裏 書 に は 「 永 禄 十 二
年」とある

（（ 里見義弘書状 （元亀元年）（月□（日 義弘（花押） （欠）

（（ 武田家朱印状 天正（年（月（日 奉者：跡部勝資
（竜朱印） 曾禰内匠助殿 有

（（ 豊臣秀吉朱印状 天正（0年（月（（日 （朱印） 加藤主計頭とのへ 有

（（ 渡辺治綱書状 （寛永（（ヵ）（（月（0日 治綱（花押） 本内膳正様

中島家文書　中世～近世初期文書一覧
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〔
凡
例
〕

・
旧
字
、
異
体
字
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

・
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
改
行
位
置
を　
」　
で
示
し
た
箇
所
が
あ
る
。

・
発
給
者
の
花
押
の
判
定
に
は
、
瀬
野
清
一
郎
監
修
・
吉
川
弘
文
館
編
集
部

編
『
花
押・印
象
図
典
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
八
年
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

ま
た
花
押
の
形
状
が
年
代
の
比
定
に
関
わ
る
際
な
ど
、
個
別
論
文
等
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
花
押
編
年
・
一
覧
を
用
い
た
部
分
も
あ
る
。

 〔
翻
刻
〕

◇
１
～
４
は
左
の
袋
一
括

（
ウ
ワ
書
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
畠
山
公
直
判　
　
　
三
通

　
大
永
之
御
綸
旨
写　
　
　
」

１　
畠
山
満
家
判
物
写　
縦
（（
・
３
×
横
（（
・
７
㌢

（
外
包
紙
ウ
ワ
書
）

「
南
都
宮　
畠
山
尾
張
守
殿
」

（
内
包
紙
ウ
ワ
書
）

「
南
都
宮　
御
消
息
」

当
寺
領
紀
伊
国
伊
都
郡
隅
田
庄
」
免
田
畠
并
山
林
等
事
、
早
任
」
当
知
行
之

旨
寺
家
領
掌
不
可
有
」
相
違
之
状
、
如
件

　
応
永
卅
一
年
十
月
十
三
日　
沙
弥
（
花
押
影
）

　
　
利
生
護
国
寺
住
持

　
　
　
こ
れ
ハ　
三
位
徳
本
公
之
御
状
也
、
代
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
遠
拝

○
小
松
大
学
重
遠
は
沙
弥
を
三
位
徳
本
と
比
定
し

て
い
る
。「
系
譜
」
の
「
伝
来
家
蔵
目
録
」
の

同
文
書
の
と
こ
ろ
に
は
「
沙
弥
持
国
ノ
事
」
と

あ
り
、
小
松
の
い
う
「
徳
本
」
は
畠
山
持
国
を

指
す
。
し
か
し
、
花
押
形
は
持
国
も
の
と
は
異

な
る
。
持
国
の
父
・
満
家
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
東
寺
百
合
文
書
所
収
で
同
じ
く
応
永
三
十
一

年
（
一
四
二
四
）
九
月
二
十
四
日
付
の
室
町
幕

府
管
領
畠
山
道
端<

満
家>

施
行
状
（
い
函
／

二
二
）
に
あ
る
満
家
花
押
と
比
較
す
る
と
同
形
で

あ
る
。
こ
の
時
期
満
家
は
管
領
の
ほ
か
河
内
・
紀

伊
・
越
中
・
伊
勢
の
守
護
職
で
あ
り
、
利
生
護
国

寺
の
あ
る
河
内
国
の
守
護
と
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

小
松
大
学
重
透
に
よ
る
補
記
の
部
分
に
は
朱
印
が
二
種
押
さ
れ
、
う
ち
一
つ
は
「
畠
山
末
裔
」
の
印
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
利
生
護
国
寺
文
書
に
含
ま
れ
な
い
新
出
の
写
。

２　
畠
山
持
国
書
状
写　
縦
（（
・
３
×
横
（（
・
７
㌢

巻
数
并
茶
百
袋
」
給
令
悦
喜
候
、特
精
祈
」
由
承
候
、本
意
候
、於
祈
祷
者
」

弥
勢
入
候
也
、
恐
々
謹
言

　
五
月
十
六
日　
徳
本
（
花
押
影
）

　
　
利
生
護
国
寺　
本
紙
当
家
ニ
在
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
大
学
代
書

○
三
位
徳
本
（
畠
山
持
国
）
の
署
名・花
押
が
あ
る
写
で
、こ
れ
を
代
筆
し
た
小
松
大
学
は
、利
生
護
国
寺
に
「
本

紙
当
家
ニ
在
之
」
と
し
て
い
る
が
原
本
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
利
生
護
国
寺
文
書
に
含
ま
れ
な
い
新
出
の
写
。
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持
国
は
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
二
月
二
十
七

日
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
際
に
出
家
し
て
徳
本
入
道

を
名
乗
っ
た
。
持
国
は
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）

に
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
の
間
の
発
給
と
な
る
。

３　
畠
山
尚
慶
判
物
写　
縦
（（
・
３
×
横
（（
・
７
㌢

祈
祷
巻
数
一
合
」
茶
三
十
袋
給
候
、
祝
着
候
、」
猶
々
目
出
候
、
弥
祈
念
」

肝
要
候
、
恐
々
謹
言

　
十
二
月
十
七
日　
尚
慶
（
花
押
影
）

　
　
利
生
護
国
寺　
本
紙
当
家
ニ
在
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
大
学
代
書

○
畠
山
尚
慶
（
尚
順
、
卜
山
）
は
、
畠
山
政
長
の
嫡
子
で
、
足
利
義
材
（
義
稙
）
に
従
っ
た
。

　

尚
慶
の
名
乗
り
は
、
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
越
中
下
向
を
機
に
改
名
、
永
正
五
年
ま
で
の
使
用
と
さ

れ
て
い
る
（
久
保
尚
文
「
守
護
畠
山
尚
慶
の
一
字
書
出
と
花
押
」（
同
著
『
越
中
中
世
史
の
研
究
』
桂
書
房
、

一
九
八
三
年
））。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
明
応
八
年
正
月
に
は
北
河
内
全
土
を
平
定
、
同
年
九
月
以
降
、
細
川

方
の
奮
戦
に
よ
り
敗
北
し
て
河
内
の
所
領
を
失
っ
て
い
る
。
後
年
再
度
河
内
復
帰
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ

の
時
期
に
は
卜
山
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら（
弓

倉
弘
年
「
畠
山
尚
順
の
隠
居
を
め
ぐ
っ
て
」（
同

著
『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』
清
文
堂
、

二
〇
〇
六
年
）
第
一
部
第
一
章
八
）、
本
文
書
の
発

給
は
明
応
七
年
と
考
え
ら
れ
る
。

利
生
護
国
寺
文
書
に
含
ま
れ
な
い
新
出
の
写
。

４　
後
柏
原
天
皇
綸
旨
写　
縦
（（
・
１
×
（0
・
５
㌢　
①
・
②
は
一
紙
に
書
上

①　
後
柏
原
天
皇
綸
旨
写

下
綸
旨
於
我
国
紀
州
伊
都
郡
高
野
山
」
禁
裏
御
宿
坊
之
事
、
小
田
原
御
所
坊

也
、」
并
唐
船
、
高
麗
・
琉
球
◦舩

祈
祷
守
可
任
先
例
候
、」
次
下
山
天
野
御
宿

御
殿
役
人
参
内
」
仙
人
翁
是
吉
也
、
兼
又
三
宮
青
蓮
院
有
去
」
子
細
、
高
野

住
山
之
時
是
吉
種
々
之
忠
」
節
無
比
類
候
由
、
門
跡
一
同
奏
上
叡
感
」
之
余
、

紀
州
・
泉
州
・
堺
南
北
僧
俗
官
位
」
之
御
代
官
永
臣
可
伝
家
者
也
」
天
気
如

此
書
之
以
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
弁

　
大
永
五
年
八
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
参
内
仙
人
翁
是
吉

②　
後
柏
原
天
皇
綸
旨
案
写

下
綸
旨
我
国
紀
州
伊
都
郡
」
宝
来
山
額
之
事
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正
一
位
勲
八
等
日
本
第
一
大
福
田
」
宝
来
山
大
明
神
位
也
、」
天
気
如
此
書

之
以
状
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
弁

　
　
　
　
大
永
五
年
八
月
廿
七
日

○
①
・
②
は
い
ず
れ
も
後
柏
原
天
皇
綸
旨
（
案
）
の
写
で
あ
り
、
ま
と
め
て
一
紙
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。
隅

田
組
や
利
生
護
国
寺
の
所
在
す
る
紀
伊
国
伊
都
郡
の
関
連
文
書
と
し
て
収
集
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

①
の
宛
所
で
あ
る
是
吉
は
宝
来
寺
（
宝
来
山
大
明
神
）
に
関
係
す
る
人
物
で
、
同
寺
は
是
吉
大
明
神
と
も
呼

ば
れ
る
。
①
は
醍
醐
寺
文
書
（
函
三
九
―
九
）
に
、
②
は
宝
来
山
神
社
文
書
に
原
本
が
あ
り
（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
「
古
文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」
よ
り
）、
う
ち
②
は
和
歌
山
県
立
博
物
館
特
別
展
図
録
『
紀
伊
国

桛
田
荘
と
文
覚
井
―
水
と
と
も
に
生
き
、水
を
求
め
て
闘
う
―
』（
二
〇
一
三
年
、七
六
、一
八
九
―
一
九
〇
頁
）

に
掲
載
。
文
言
、
形
式
な
ど
に
疑
義
が
あ
る
。

◇
５ 

・ 

６
・
（（
は
左
の
袋
一
括

（
ウ
ワ
書
）

「
畠
山
公
御
判
物
写　
三
通

　
隅
田
組
五
十
人
姓
名
并
判
物
写　
二
通

　
畠
山
公
寄
付
之
状
四
通　
一
紙

　
公
方
義
昭
公
判
形　
　
　
　
　
　
　
　
」

〇
「
畠
山
公
御
判
物
写　
三
通
」
は
№
１
～
３
の
こ
と
か
。
何
度
か
整
理
さ
れ
袋
も
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

５　
畠
山
氏
関
係
文
書
写　
縦
（（
・
３
×
横
（（
・
５
㌢
（
第
一
紙
）

①　
畠
山
義
就
判
物
写

当
寺
領
紀
伊
国
伊
都
郡
隅
田
庄
」
免
田
畠
并
山
林
等
事
、
早
任
」
当
知
行
之

旨
、
寺
家
領
掌
不
可
」
有
相
違
之
状
如
件

　
文
明
拾
年
十
二
月
廿
四
日　
右
衛
門
佐
判

　
　
利
生
護
国
寺
住
持

畠
山
右
衛
門
佐
義
就
之
状
也
、
応
永
六
年
忠
功
に
」
よ
つ
て
畠
山
基
国
当
国

之
守
護
職
拝
領
之
」
後
、
代
々
当
国
大
和
、
河
内
、
越
中
等
之
守
護
也
、」

右
衛
門
佐
ハ
応
仁
元
年
乱
を
発
て
京
都
ニ
戦
事
」
十
一
年
、
文
明
九
年
九
月

河
内
并
当
国
下
向
在
国
也

②　
畠
山
基
家
判
物
写

当
寺
領
紀
伊
国
伊
都
郡
隅
田
庄
免
田
」
畠
并
山
林
等
事
、
早
任
当
知
行
」
之

旨
寺
家
領
掌
不
可
有
相
違
」
之
状
、
如
件

　
延
徳
三
年
三
月
廿
一
日　
基
家
判

　
　
利
生
護
国
寺
住
持

③　
畠
山
義
豊
判
物
写

就
雑
説
之
儀
巻
数
」
給
候
、
軈
而
令
頂
戴
候
」
於
祈
念
者
弥
憑
入
候
」
委
細

者
隅
田
民
部
丞
可
申
候
、」
恐
々
謹
言

　
七
月
六
日　
義
豊
判

　
　
利
生
護
国
寺

右
両
通
共
畠
山
義
就
之
男
弾
正
少
弼
」
義
豊
之
状
也
、
延
徳
之
比
迠
ハ
基
家

と
云
、」
其
後
義
豊
と
改
也

④　
畠
山
在
氏
判
物
写

紀
伊
国
伊
都
隅
田
内
利
生
」
護
国
寺
境
内
并
寺
領
以
下
事
」
帯
代
々
證
文
、

当
知
行
之
上
者
、
弥
領
掌
」
不
可
有
相
違
之
状
、
如
件

　
天
文
十
二
年
十
一
月
九
日　
在
氏

　
　
　
　
　
　
護
国
寺
住
持

是
も
義
就
之
子
孫
上
総
介
在
氏
」
之
状
也
、
応
仁
以
来
両
畠
山
合
戦
勝
負

有
、」
天
文
七
年
九
月
、
同
十
一
年
三
月
畠
山
尾
張
守
」
種
長
ニ
在
氏
打

勝
テ
威
勢
有
、
在
氏
者
」
当
国
在
と
見
へ
た
り

右
護
国
寺
を
隅
田
八
幡
宮
之
奥
院
た
り
」
先
祖
累
代
之
鎮
守
祈
願
所
た
る
は
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記
録
」
之
案
文
如
右
、
此
外
に　
　
三
位
徳
本
公
之
」
御
書
附
之
証
状
墨
印

之
一
紙
在
之
候
」
由
緒
在
り
て
い
つ
れ
も
」
ひ
か
へ
こ
な
た
に
」
在
之
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

苗
裔 

小
松
大
学 

重
遠

代
書

○
①
～
④
は
利
生
護
国
寺
に
原
本
の
あ
る
文
書
（
橋
本
市
郷
土
資
料
館
寄
託
、
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
）
で
あ
る
。

同
寺
の
所
在
す
る
河
内
国
で
守
護
・
半
国
守
護
を
務
め
た
畠
山
総
州
家
当
主
か
ら
利
生
護
国
寺
（
住
持
）
に

宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
中
島
家
文
書
は
、
対
立
し
た
尾
張
守
家
・
総
州
家
の
両
畠
山
家
の
文
書
を
集
め
て
書

き
写
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
応
仁
の
乱
の
終
結
す
る
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）、
分
国
の
実
力
支
配
を
目
指
す
義
就
が
河
内
に
下
向
し
た
。

①
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
、
義
就
の
分
国
支
配
を
示
す
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
（
弓
倉
「
紀
伊
守
護
家
畠

山
氏
の
家
督
変
遷
」
同
氏
前
掲
著
三
六
頁
）。

○
②
は
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
畠
山
義
就
の
子
基
家
が
利
生
護
国
寺
に
宛
て
た
寺
領
安
堵
状
。
こ
の
前
年

に
は
義
就
が
没
し
、
基
家
が
そ
の
跡
を
継
い
だ
こ
と
か
ら
再
安
堵
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
時
期
の
紀
北
情
勢
は
尾
張
守
政
長
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
弓
倉
前
掲
著
三
七
頁
）。

○
③
は
年
未
詳
。
原
本
は
七
月
八
日
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
弓
倉
弘
年
氏
は
、「
畠
山
義
就
の
子
孫
達
」（
同
前
掲
著
、

初
出
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
畠
山
基
家
が
義
豊
に
改
名
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
小
松
の
「
延
徳

の
比
ま
で
は
基
家
と
云
い
、
そ
の
後
義
豊
と
改
む
な
り
」
と
の
記
述
は
そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
④
に
つ
い
て
利
生
護
国
寺
文
書
所
収
の
原
本
と
比
較
す
る
と
、原
本
は
「
伊
都
郡
」
で
、写
は
「
郡
」
脱
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
原
本
と
は
「
領
掌
」
の
改
行
位
置
が
異
な
る
。

６　
畠
山
与
惣
五
郎
大
夫
殿
家
臣
隅
田
組
五
十
人
之
内
姓
名
書
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
（（・３
×
横
（（・８
㌢
（
第
一
紙
）

畠
山
与
惣
五
郎
大
夫
殿
家
臣
隅
田
組
五
十
人
」
之
内
姓
名

　
天
文
廿
三
年
甲
刁
年
正
月
廿
八
日
之
記
録

新　
倶
氏
、
芋
生　
秀
」
森　
泰
延
、
小
田　
秀
」
松
岡　
忠
、
野

口　
澄
秀
」
上
田
式
部　
貞
信
、
山
内
彦
八　
秀
」
填
坂
源
介　
秀
、

上
田
又
七
敏
貞
」
森
又
二　
　

秀
、
中
嶋　

忠
」　

又
二
郎　

秀
、

平
野
聖
為
」
平
野
三
郎　
善
、
小
西　
秀
」
高
坊
、
岩
倉
靏
菊
」
新　

倶
、中
嶋
与
七
郎
」寺
地
氏
、中
小
法
師
」井
西
伊
兵
衛
、伊
西
喜
西
」

亀
岡
、
中
山
鎮
十
郎　
貞
」
森
与
三
郎　
秀
、
填
坂
出
雲　
秀
」
小

嶋　
澄
、
山
内　
正
」
平
野　
善
、
上
田　
貞
」
中
山　
貞
、
横
井　

守
次
」
松
岡
彦
二
郎
忠
、
芋
野
新
助　
秀
」
小
嶋
与
一　
澄
、
松
岡　

忠
」
孫
兵
衛　
貞
、
葛
原　
忠
」
一
兵
衛　
倶

　
天
文
廿
三
年
甲
刁
弐
月
廿
八
日

以
上
四
拾
弐
人
也
、
弐
月
廿
八
日
書
留
也
、」
正
月
廿
八
日
書
初

也
、
此
通
本
紙
之
写
ニ
て
」
右
何
茂
書
判
在
之
候
、
尤
熊
野
午
王

之
」
表
書
也
、

　
　
享
保
五
庚
子
年
五
月
朔
日
小
松
大
学
重
遠
代
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
印
）（
印
）

○
小
松
大
学
重
遠
、
享
保
五
年
に
こ
れ
を
写
し
て
い
る
が
、「
系
譜
」
に
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
西
尾
城

下
の
鶴
ヶ
崎
八
幡
宮
の
摂
社
に
寄
進
し
た
文
書
が
書
き
写
さ
れ
、
さ
ら
に
中
島
家
文
書
に
は
笠
原
数
馬
成
章

か
ら
の
寄
進
状
の
受
取
（
寄
付
状
神
納
証
文
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
系
譜
」
の
土
台
と
な

る
重
遠
の
畠
山
氏
関
係
文
書
収
集
は
享
保
年
間
の
前
半
に
行
わ
れ
、
そ
の
後
享
保
十
年
以
降
に
「
系
譜
」
が

編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◇
７・８
は
左
の
包
紙
一
括

（
ウ
ワ
書
）

「
ー
（
墨
引
）　　
畠
山
尾
張
守
と
の
へ
」

７　
畠
山
尾
張
守
宛
書
状
写　
縦
（（
・
０
×
横
（（
・
５
㌢

以
事
之
次
令
申
出
置
候
、」
仍
当
郷
諸
領
和
州
稗
田
」
庄
之
事
、
至
去
年
古

市
」
為
代
官
雖
致
沙
汰
候
、
有
」
名
無
実
之
上
、
今
度
牢
人
」
之
由
候
、
此
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砌
直
務
之
様
、
急
」
度
被
申
付
者
、
可
為
喜
悦
候
」
毎
時
頼
恐
給
候
、
謹
言
、

　
八
月
十
三
日　
（
花
押
影
）

　
畠
山
尾
張
守
殿

○
大
和
国
稗
田
庄
の
代
官
を
古
市
氏
に
任
じ
て

い
た
が
、
有
名
無
実
と
な
っ
て
い
た
た
め
、

牢
人
と
な
っ
た
。
直
接
支
配
を
命
じ
ら
れ
る

の
は
悦
ば
し
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
古
市

胤
栄
は
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
十
二
月
、

院
宣
に
よ
り
御
仁
和
寺
領
稗
田
庄
の
牛
飼

給
分
の
徴
収
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（『
大
日

本
史
料
』
第
八
編
三
、六
四
頁
）。
こ
の
際
、

一
条
兼
良
が
介
在
し
て
お
り
、
そ
の
兼
良

の
花
押
形
と
類
似
し
て
い
る
が
、
本
文
書

と
の
関
係
は
不
明
で
な
お
検
討
を
要
す
る
。

８　
畠
山
尾
張
守
宛
書
状
写　
縦
（0
・
７
×
横
（（
・
５
㌢

以
事
次
令
申
出
置
候
、」
仍
当
郷
諸
領
和
州
稗
田
」
庄
之
事
、
至
去
年
古
市

為
代
官
雖
致
沙
汰
候
、
有
」
名
無
実
之
上
、
今
度
牢
人
」
之
由
候
、
此
砌

直
務
之
様
、
急
」
度
被
申
付
者
可
為
喜
悦
候
」
毎
度
頼
恐
給
候
、
謹
言
、

　
八
月
十
三
日　
（
花
押
影
）

　
畠
山
尾
張
守
殿

○
７・８
は
同
じ
書
状
の
写
だ
が
、
一
部
文
字
の
異
同
が
あ
る
。
ま
た
筆
跡
も
異
な
る
。

９　
足
利
義
稙
御
内
書
写　
縦
（（
・
０
×
横
（0
・
２
㌢

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

「
ー
（
墨
引
）　　
畠
山
次
郎
と
の
へ
」

（
端
裏
書
）

「
義
政
公
御
筆
」

就
下
山
進
退
之
儀
、
被
成
」
下
知
処
、
為
礼
太
刀
一
腰
、」
馬
一
疋
鵇
毛
、

鷲
眼
万
疋
到
来
」
神
妙
候
也

　
十
月
八
日　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
畠
山
次
郎
と
の
へ

○
端
裏
書
で
は
義
政
と
さ
れ
て
い
る
が
、
花
押

形
は
義
稙
（
義
材
・
義
尹
）
の
も
の
で
あ
る
。

宛
所
の
次
郎
は
畠
山
尾
州
家
の
通
称
で
、
義

稙
か
ら
の
発
給
と
な
れ
ば
政
長
・
尚
慶
（
尚

順
）
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

　
義
稙
が
下
山
の
進
退
に
つ
い
て
下
知
を
し
た

と
こ
ろ
、
畠
山
次
郎
か
ら
太
刀
・
馬
・
金

銭
が
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で

あ
る
。

　
端
の
下
半
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
原
本
の
切
封
を
再
現
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
な
お
、
木
下
聡
編
『
足
利
義
視
・
足
利
義
稙

文
書
集
』（
戦
国
史
研
究
会
、二
〇
一
九
年
）

に
は
未
掲
載
の
新
出
の
写
。
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10　
足
利
義
稙
書
状
写　
縦
（0
・
８
×
横
（（
・
０
㌢

（
外
包
紙
ウ
ワ
書
）

「（
墨
引
）　　
畠
山
次
郎
と
の
へ
」

（
内
包
紙
ウ
ワ
書
）

「（
墨
引
）　　
畠
山
次
郎
と
の
へ
」

就
下
山
進
退
之
儀
、
被
」
成
下
知
処
、
為
礼
太
刀
」
一
腰
、
馬
一
疋
鵇
毛
、

鷲
眼
」
万
疋
到
来
神
妙
候
也

　
十
月
八
日　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
畠
山
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
へ

○
９
・
（0
は
同
文
だ
が
、
筆
跡
と
改
行
位
置
が
異
な
る
。
料
紙
も
９
の
方
が
厚
い
楮
紙
と
な
っ
て
お
り
、
よ
り

古
い
印
象
を
受
け
る
。
外
包
紙
は
小
松
が
整
理
過
程
で
別
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

11　
足
利
義
晴
御
内
書
写　
縦
（（
・
３
横
（（
・
３
㌢

（
包
書
ウ
ワ
書
）

「
ー
（
墨
引
）　　
畠
山
尾
張
守
と
の
へ
」

（
端
裏
書
）

「
義
満
公
御
筆
」

今
度
参
陣
尤
被
感
思
食
候
、」
猶
義
尭
、同
小
次
郎
者
永
不
」
可
許
容
之
上
者
、

向
後
弥
忠
」
節
可
為
神
妙
候
、
猶
右
京
大
夫
」
入
道
并
定
頼
可
申
候
也

　
二
月
一
日　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
畠
山
尾
張
守
と
の
へ

○
端
裏
書
で
は
足
利
義
満
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
の
畠
山
義
堯
と
は
世
代
が
異
な
る
こ
と
か
ら
義
満
は
あ

り
え
ず
、
花
押
形
か
ら
義
晴
と
判
断
さ
れ
る
。
義
晴
期
の
畠
山
尾
張
守
は
種
長
と
な
る
。
ま
た
小
次
郎
は
畠

山
義
堯
の
弟
の
在
氏
か
。
ま
た
、
包
紙
よ
り
元

は
十
月
八
日
付
文
書
同
封
で
あ
っ
た
。

右
京
大
夫
入
道
＝
細
川
高
国
は
、
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）
七
月
に
細
川
尹
賢
の
讒
言
を
受

け
て
香
西
元
盛
を
自
害
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し

同
年
十
月
、
元
盛
の
兄
弟
波
多
野
元
清
・
柳
本

賢
治
は
、
阿
波
の
細
川
晴
元
や
三
好
氏
、
河
内

の
義
堯
ら
と
通
じ
反
旗
を
翻
し
、
翌
年
二
月

十
二
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
桂
川
原
で
戦
っ

た
。
そ
の
結
果
、
高
国
は
義
晴
を
奉
じ
て
近
江

国
坂
本
へ
逃
げ
延
び
た
。
一
方
、
晴
元
は
足
利

義
維
を
擁
し
て
和
泉
国
堺
に
上
陸
し
、
堺
公
方
が
成
立
し
た
。
本
文
書
は
、
こ
の
桂
川
原
へ
の
出
陣
要
請
を

承
諾
し
た
種
長
へ
の
礼
状
で
、
大
永
七
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
木
下
昌
規
編
「
足
利
義
晴
発
給
文
書
目
録
」（
同
編
『
シ
リ
ー
ズ
室
町
幕
府
の
研
究
３　
足
利
義
晴
』

戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
に
は
未
掲
載
。

◇
（（
・
（（
は
左
の
包
紙
一
括
。

（
表
）

「（
墨
引
）　　
畠
山
尾
張
守
と
の
へ
」

（
同
裏
）

「 
二
月
一
日　
義
満
公
、

十
月
八
日　
義
教
公　
御
本
紙
扣
付　
さ
し
上

可
申
候　
大
学
」

12　
足
利
義
晴
御
教
書
写　
縦
（0
・
８
×
横
（（
・
０
㌢

今
度
参
陣
尤
被
感
思
食
候
、」
猶
義
尭
、同
小
次
郎
者
永
不
」
可
許
容
候
上
者
、

向
後
弥
忠
」
節
可
為
神
妙
候
、
猶
右
京
大
夫
」
入
道
并
定
頼
可
申
也

　
二
月
一
日　
　
（
花
押
影
）
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畠
山
尾
張
守

　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
へ

○
包
紙
で
は
前
号
同
様
に
義
満
の
発
給
と
さ
れ
て
い
る
が
、
花
押
形
は
義
晴
の
も
の
で
あ
る
。

13　

 

足
利
義
晴
御
内
書
写　
縦
（0
・
８
×
横
（（
・
５
㌢

今
度
参
陣
尤
被
感
思
食
候
、」
猶
義
尭
、同
小
次
郎
者
永
不
」
可
許
容
之
上
者
、

向
後
弥
忠
」
節
可
為
神
妙
候
、
猶
右
京
大
夫
入
道
并
」
定
頼
可
申
候
也

　
二
月
一
日　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
畠
山
尾
張
守
と
の
へ

○
改
行
位
置
が
（（
・
（（
と
や
や
異
な
る
ほ
か
、「
猶
」
を
「
楢
」
と
書
き
誤
っ
て
、
上
か
ら
修
正
し
て
い
る
。

14　
足
利
義
昭
書
状
写　
縦
（（
・
７
×
（（
・
５
㌢

（
端
裏
書
）

　
「
義
昭
公
」

（
奥
裏
書
）

「
永
禄
十
二
年
二
月
六
日
可　

　
　
　
滝
川
左
近
将
監
一
益
」

諸
国
地
頭
所
之
事
」
左
近
将
監

館
迄
可
申
」
来
之
条
如
件
、

二
月
六
日　
（
花
押
影
）

○
料
紙
や
筆
跡
は
や
や
同
時
代
に
近
い
印
象
を

受
け
る
が
、
花
押
の
書
き
方
は
大
き
く
不

慣
れ
な
印
象
で
、
写
と
判
断
さ
れ
る
。
花

押
形
が
崩
れ
て
い
る
た
め
判
断
し
づ
ら
い

が
、
水
野
嶺
「
足
利
義
昭
の
栄
典
・
諸
役
免
許
の
授
与
」（
久
野
雅
司
編
著
『
シ
リ
ー
ズ
室
町
幕
府
の
研
究
２　

足
利
義
昭
』
戎
光
祥
出
版
、二
〇
一
五
年
）
の
「
表
Ⅱ　
足
利
義
昭
花
押
一
覧
」
に
照
ら
し
て
公
家
様
Ⅱ
〔（
元

亀
元
年
）
七
月
二
十
五
日
―
（
元
亀
二
年
）
三
月
八
日
〕
と
推
定
さ
れ
る
。

左
近
将
監
は
裏
書
で
は
織
田
家
臣
の
滝
川
一
益
を
比
定
し
て
い
る
が
、
義
昭
の
奉
公
衆
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
久
野
編
著
前
掲
書
掲
載
の
「
表
３
．
足
利
義
昭
政
権
幕
臣
一
覧
」
か
ら
、左
近
将
監
と
名
乗
る
人
物
は
、

申
次
、
詰
衆
番
衆
を
務
め
た
飯
川
秋
共
（
千
秋
左
近
将
監
輝
秀
）
か
。
内
容
も
含
め
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

◇
（（
・
（（
・
（（
は
左
の
袋
一
括

　
（
ウ
ワ
書
）

「
太
閤
御
朱
印　
　
義
弘
墨
印

　
勝
頼
御
朱
印　
　
渡
辺
半
蔵
文
」

○
「
太
閤
御
朱
印
」
と
あ
り
（（
も
元
は
同
袋
入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
巻
子
装
に
さ
れ
、
同
じ
塗

箱
入
り
。

15　
里
見
義
弘
書
状　
縦
（（
・
０
×
横
（（
・
０
㌢　
裏
打
有

（
包
紙
貼
付
）

「（
墨
引
）　　
　
佐
々
木
［　
　
　
］
殿　
　
　
義
弘
」

　
　
尚
ゝ
明
日
明
後
之
間
、
此
方
へ
可
有
」
御
越
候
、

急
度
令
啓
候
、
仍
敵
動
火
急
之
由
、
従
窪
田
」
又
四
郎
被
申
届
候
、
窪
田
へ

被
越
事
由
候
、先
々
」
少
可
延
候
て
明
後
此
方
へ
可
有
御
越
候
、二
人
三
人
」

の
者
を
ハ
窪
田
へ
被
越
候
間
、
□
当
地
へ
者
無
」
用
ニ
候
間
、
下
を
ハ
今
日

可
参
由
可
被
仰
候
、」
夫
ニ
者
隙
入
不
申
候
者
、明
日
可
有
御
越
候
、又
隙
」

入
候
者
、
明
後
可
有
入
来
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
七
月
□
七
日　
　
　
義
弘
（
花
押
）
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○
袖
に
包
紙
が
貼
付
け
ら
れ
、
裏
打
ち
が
施
さ

れ
て
い
る
。

年
代
は
、
佐
藤
博
信
・
滝
川
恒
昭
「
房
総

里
見
氏
文
書
集
」（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』

第
三
十
七
号
）
所
載
の
花
押
編
年
に
照
ら

し
て
、
本
文
書
は
元
亀
年
間
（
一
五
七
〇

―
七
三
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
永
禄

十
二
年
の
（（
号
（
Ｃ
）
型
花
押
よ
り
も
右

半
分
の
茄
子
形
が
横
に
広
が
っ
て
お
り
、

元
亀
三
年
十
二
月
の
（（
号
（
Ｃ
）
型
に
近

い
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
若
干
の
変
化
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

里
見
方
は
、
本
文
書
の
ひ
と
月
ほ
ど
前
に
あ
た
る
元
亀
元
年
六
月
、
千
葉
氏
領
の
生
実
城
（
現
千
葉
市
）
を

攻
め
る
た
め
、
窪
田
山
（
久
保
田
城
、
現
袖
ヶ
浦
市
）
に
加
え
、
付
城
普
請
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
（
井
田
家
文
書
『
戦
国
遺
文　
房
総
編
』
一
三
六
四
号
文
書
。
遠
山
成
一
「
元
亀
年
間
に
お
け
る
千
葉

氏
と
里
見
氏
の
抗
争
に
関
す
る
一
考
察
」『
千
葉
史
学
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
八
年
）。
本
文
書
は
、
窪
田
か

ら
の
使
者
で
あ
る
又
四
郎
か
ら
「
敵
」
の
急
襲
の
報
を
受
け
て
義
弘
が
対
応
を
し
て
い
る
も
の
で
、
先
の
窪

田
山
を
巡
る
情
勢
に
連
な
る
も
の
と
し
て
元
亀
元
年
に
比
定
さ
れ
、
本
文
中
の
「
敵
」
は
千
葉
氏
方
の
軍
勢

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

※
内
容
や
花
押
の
年
代
観
、
参
照
す
べ
き
文
献
な
ど
に
つ
い
て
、
滝
川
恒
昭
氏
・
柴
裕
之
氏
・
細
田
大
樹
氏

よ
り
御
教
示
を
得
た
。

16　
武
田
家
朱
印
状　
縦
（（
・
３
×
（（
・
５
㌢

　
　
　
定

自
駿
州
至
他
国
籾
子
」
□
運
送
之
事
、
自
今
以
後
」
一
向
被
停
止
之
訖
、
若

於
違
背
之
」
□

〔
輩
ヵ
〕者

、
押
置
荷
物
可
致
言
上
、
速
」
可
被
加
御
成
敗
之
旨
、
所

被
仰
出
也
、」
仍
如
件
、　　
　
　
　
跡
部
大
炊
助

天
正
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
之

　
　
　
六
月
七
日
（
竜
朱
印
）

　
　
　
　
　
曽
祢
内
匠
助
殿

○
前
後
関
係
な
ど
本
文
書
に
関
し
て
は
、
丸
島
和
洋
「
武
田
氏
の
河
東
二
郡
支
配
と
興
国
寺
城
代
曾
禰
昌
世
―

新
出
武
田
家
朱
印
状
の
紹
介
を
兼
ね
て
―
」（『
武
田
氏
研
究
』
六
〇
号
、二
〇
一
九
年
）
に
詳
し
い
こ
と
か
ら
、

参
照
さ
れ
た
い
。

17　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状　
縦
（（
・
５
×
横

（（（
・
５
㌢　
巻
子
装

去
九
日
之
書
状
今
日
」
廿
三
日
到
来
、
加
披
見
候
、」
先
書
ニ
如
被
仰
遣
候
、

対
馬
守
・
」
摂
津
守
高
麗
へ
定
而
」
可
相
越
候
条
、
其
方
も
」
至
高
麗
船
付

令
着
」
岸
、
取
固
候
て
早
々
注
進
」
可
申
候
、
異
国
者
手
ぬ
る
く
候
」
と
て
、

少
も
不
可
由
断
候
、」
九
州
・
四
国
・
中
国
衆
」
何
茂
高
麗
へ
渡
海
之
」
儀
、

被
仰
遣
候
、御
先
勢
」路
次
つ
か
へ
候
ニ
付
而
、廿
」五
日
御
動
座
候
、猶
以
」

城
々
堅
相
拵
、
皆
々
申
」
談
無
卒
尓
様
可
成
」
其
意
候
也
、

　
三
月
廿
三
日
（
朱
印
）

　
　
　
加
藤
主
計
頭
と
の
へ

○
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
（
文
禄
の
役
）
に
向
け
、加
藤
清
正
に
高
麗
へ
の
渡
海
を
命
じ
た
も
の
。『
黒
田
家
譜
』

に
毛
利
壱
岐
守
他
二
名
に
宛
て
た
同
内
容
の
写
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
本
は
、
そ
の
発
給
を
裏
付

け
る
も
の
と
も
な
る
。
図
録
『
開
館
記
念
企
画
展　
初
代
刈
谷
藩
主
水
野
勝
成
展
～
「
鬼
日
向
」
の
い
く
さ

と
ま
ち
づ
く
り
～
』（
刈
谷
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）
に
図
版
・
解
説
・
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と

か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。
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惣
右
衛
門
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

感
状
に
関
わ
る
や
り
取
り
や
、
誰
を
討
ち
取
っ
た
の
か
確
認
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
寛
永
伝
』
の
編
纂
過

程
に
お
け
る
事
蹟
の
確
認
作
業
に
お
い
て
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
発
給
年
は
寛
永
十
八
年
か
。

18　
渡
辺
治
綱
書
状　
縦
（（
・
０
×
横
（（
・
５
㌢

尚
々
、
御
六
ヶ
敷
候
ハ
ヽ
、
□

〔
右
ヵ
〕こ

ん
ニ
委
被
仰
下
」
へ
く
候
、
之
後
ハ
」
と

及
候
て
な
と
候
、
か
し
く
、

貴
札
忝
拝
見
、
頃
者
手
透
無
御
座
」
御
見
廻
茂
不
申
上
、
無
音
背
本
意
存

候
、」
然
者
本
多
越
前
守
殿
へ
御
感
状
、
伊
勢
殿
」
御
手
前
ニ
御
座
候
由
、

□
□
候
、
御
下
向
之
」
時
分
ニ
而
無
御
下
候
ハ
ヽ
、
御
写
し
被
成
候
儀
、」

成
申
間
敷
候
由
、
得
其
意
奉
存
候
、」
当
御
地
へ
御
座
被
成
候
砌
、
成
申
義

ニ
而
候
ハ
ヽ
、」
御
写
可
被
下
候
、
将
又
富
永
半
五
良
ヲ
御
」
自
身
ハ
御
討

不
被
成
、
御
内
衆
本
多
惣
右
衛
門
殿
」
と
申
仁
討
取
被
申
候
由
被
仰
聞
候
、

被
入
」
御
念
忝
承
及
候
、
何
も
貴
面
万
端
」
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
極
月
十
日　
　
　
　
　
治
綱
（
花
押
）

（
奥
・
包
紙
貼
付
）

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
半
蔵

　
　
　
　
　
本
内
膳
正
様　
　
　
　
治
綱
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貴
報　
　
　
　
」

○
両
端
裏
側
に
は
、
絵
柄
の
入
っ
た
細
い
紙
片
が
残
っ
て
お
り
、
一
度
表
装
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
元
包
紙
は

そ
の
際
に
奥
に
貼
り
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

発
給
者
の
渡
辺
半
蔵
治
綱
は
尾
張
藩
の
家
老
を
務
め
た
人
物
で
、
渡
辺
守
綱
の
孫
に
あ
た
る
。
父
は
重
綱
。

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
十
二
月
家
督
を
継
ぎ
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
従
五
位
下
右
馬
允
、
承
応

三
年
（
一
六
五
四
）
に
飛
騨
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
順
に
み
て
い
く
と
、
本
文
の
本
多
越
前
守
は
本
多
広
孝
。
一
次
史
料
で

は
広
孝
が
越
前
守
を
名
乗
っ
て
い
る
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
「
豊
後
守
」
で
あ
る
。『
寛
永
諸
家

系
図
伝
』や『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』で
は
豊
後
守
の
後
に
越
前
守
を
名
乗
っ
た
と
あ
る
。
伊
勢
殿
は
本
多
忠
利
で
、

岡
崎
藩
主
を
務
め
た
。
本
多
広
孝
の
曽
孫
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
正
保
二
年
二
月
没
し
て
い
る
。
富
永
半

五
良
は
富
永
伴
五
郎
忠
元
で
あ
る
。
東
条
吉
良
氏
家
臣
で
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
討
死
し
た
。
本
多
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は
じ
め
に

池
鯉
鮒
宿
は
、
東
海
道
の
三
十
九
番
目
の
宿
場
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現

在
の
愛
知
県
知
立
市
に
あ
た
る
。
そ
の
た
め
、
東
海
道
を
描
い
た
浮
世
絵
や

名
所
図
会
に
描
か
れ
、
当
時
の
様
子
が
絵
画
資
料
と
し
て
今
に
伝
わ
っ
て
い

る
。
特
に
、保
永
堂
版
と
呼
ば
れ
る
歌
川
広
重
「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」【
図

（（
】
の
登
場
以
降
、
東
海
道
の
宿
場
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
物
の
浮
世
絵
は
非
常

に
多
く
制
作
・
販
売
さ
れ
、
江
戸
後
期
の
大
衆
文
化
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
大
衆
芸
術
で
あ
り
人
々
へ
の
販
売
を
一
つ
の
目
的
と
す
る
浮
世
絵

が
、
正
し
く
当
時
の
各
宿
場
の
状
況
を
表
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば

前
述
の
保
永
堂
版
で
は
、
雪
の
降
り
し
き
る
夜
の
「
蒲
原
宿
」
の
情
景
を
描
く

が
、
実
際
の
蒲
原
宿
で
は
そ
の
よ
う
な
豪
雪
が
降
る
こ
と
は
な
く
、
し
ん
と
静

ま
り
返
る
夜
と
い
う
心
象
風
景
を
表
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

保
永
堂
版
に
は
、『
東
海
道
名
所
図
会
』【
図
（（
】
か
ら
の
引
用
が
見
受
け
ら
れ
、

実
際
の
風
景
を
見
て
描
い
た
か
ど
う
か
を
疑
問
視
す
る
声
も
多
い
ほ
ど
だ
。
事

実
、
池
鯉
鮒
宿
も
『
東
海
道
名
所
図
会
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
図
様
で
あ
る
こ
と

は
、
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
保
永
堂
版
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
多
く
の
浮
世

絵
師
た
ち
が
、
東
海
道
の
宿
場
を
描
き
、
人
々
の
中
に
各
宿
場
の
イ
メ
ー
ジ
を

築
き
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
は
、
池
鯉
鮒
宿
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
人
々
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
今
回
は
、
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の
池
鯉
鮒
宿
を
描
い
た

浮
世
絵
を
中
心
に
、
池
鯉
鮒
宿
の
描
か
れ
方
（
モ
チ
ー
フ
）
の
傾
向
に
つ
い
て
、

焦
点
を
あ
て
る
。

こ
の
モ
チ
ー
フ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
編
知

立
市
史
』
別
巻
八
橋
編
に
て
、
神
谷
浩
氏
に
よ
っ
て
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
部

分
で
は
あ
る（

（
（

が
、
本
論
で
は
こ
れ
を
整
理
し
、
浮
世
絵
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お

け
る
池
鯉
鮒
宿
の
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
分
析
を
試
み
る
。

一　
モ
チ
ー
フ
の
分
類
・
整
理
に
よ
る
池
鯉
鮒
宿
の
イ
メ
ー
ジ
化
に
つ
い
て

今
回
取
り
上
げ
た
池
鯉
鮒
宿
の
浮
世
絵
を
、
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
分
類
・
整
理

し
た
【
表
１
】。
そ
の
結
果
、
池
鯉
鮒
宿
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ

は
大
別
し
て
二
種
、
馬
市
と
八
橋
（
カ
キ
ツ
バ
タ
お
よ
び
在
原
業
平
を
含
む
）

に
分
類
さ
れ
た
。

馬
市
は
、
池
鯉
鮒
宿
で
行
わ
れ
て
い
た
馬
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
、
こ
れ
に
合
わ

せ
て
、
馬
以
外
の
商
売
も
あ
っ
た
と
い
う
。
馬
市
を
描
く
の
は
、
広
重
の
保

永
堂
版
「
東
海
道
五
十
三
次
之
内
」
の
ほ
か
、
広
重
の
師
で
あ
る
歌
川
豊
広
や
、

葛
飾
北
斎
な
ど
が
保
永
堂
版
以
前
に
池
鯉
鮒
の
馬
市
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は

［
研
究
ノ
ー
ト
］

浮
世
絵
に
お
け
る
池
鯉
鮒
宿
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
―
東
海
道
物
を
中
心
に
―

永
　
井
　
優
　
香
　
子
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『
東
海
道
名
所
図
会
』
の
よ
う
な
先
例
に
倣
い
、
池
鯉
鮒
宿
＝
馬
市
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
影
響
を
受
け
た
結
果
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
八
橋
は
、
現
在
で
も
カ
キ
ツ
バ
タ
の
名
所

と
し
て
名
高
い
場
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
馬
市
よ
り
も
古
く
『
伊
勢
物
語
』

の
第
九
段
に
お
い
て
、
在
原
業
平
と
目
さ
れ
る
男
が
、

唐
衣　
き
つ
ゝ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば

　
は
る
〴
〵
き
ぬ
る　
旅
を
し
ぞ
思（

（
（

と
詠
み
、
干
飯
に
涙
す
る
場
面
の
舞
台
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
た
め
、
八

橋
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
カ
キ
ツ
バ
タ
の
み
を
描
い
た
も
の

や
、
在
原
業
平
あ
る
い
は
そ
れ
に
扮
す
る
歌
舞
伎
役
者
も
含
め
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
共
通
点
は
、
池
鯉
鮒
宿
の
宿
場
か
ら
少
し
離
れ
た

場
所
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
海
道
を
描
い
た
浮
世
絵
に
お
お

む
ね
共
通
す
る
こ
と
と
も
言
え
る
が
、
宿
場
そ
の
も
の
は
茶
屋
や
旅
籠
が
立
ち

並
ぶ
街
並
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
五
十
三
あ
る
宿
場
の
特
徴
を
盛
り
込
も
う
と
す

る
の
は
、
い
さ
さ
か
苦
し
い
試
み
で
あ
る
。
各
宿
場
の
該
当
す
る
地
域
の
中
で
、

特
徴
的
な
も
の
・
こ
と
、
そ
し
て
場
所
を
描
き
、
他
の
宿
場
と
の
図
様
の
差
別

化
を
図
る
の
は
、
当
然
の
工
夫
と
言
え
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
、
作
品
を
分
類
・
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の

点
が
見
え
て
く
る
。

①
大
判
（
特
に
大
判
の
竪
絵
）
に
は
、
人
物
像
を
伴
う
八
橋
の
モ
チ
ー
フ
を

多
く
描
き
、
逆
に
中
判
・
小
判
で
は
、
風
景
を
主
と
す
る
馬
市
を
描
く
こ

と
が
多
い
。【
表
１
】

②
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
頃
を
境
に
、
馬
市
を
描
い
た
作
品
は
減
少
し
て

い
る
が
、八
橋
を
描
い
た
作
品
は
継
続
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。【
表
２
】

こ
の
こ
と
か
ら
、
モ
チ
ー
フ
、
つ
ま
り
池
鯉
鮒
宿
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、

何
か
意
図
的
な
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
①
の
判
型
と
モ
チ
ー
フ
の
選
択
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
池
鯉
鮒
宿
の

み
な
ら
ず
、
東
海
道
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
（
東
海
道
物
）
全
般
に
言
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
縦
長
の
画
面
は
人
物
を
描
く
こ
と
に
適
し
て
い
る
。
人
物
は
、

顔
の
み
の
像
・
胸
像
・
全
身
像
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
お
お
む
ね
縦
長
の
形
を
し

て
い
る
。
こ
の
縦
長
の
モ
チ
ー
フ
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
収
め
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
お
の
ず
と
判
型
は
竪
の
判
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
役
者
絵
や
美
人
画
と
呼

ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
浮
世
絵
も
多
く
は
竪
の
判
で
、
横
長
の
画
面
を
形
成
す
る

三
枚
続
の
作
品
も
、
一
枚
ず
つ
見
れ
ば
竪
の
判
で
あ
る
。
特
に
役
者
絵
・
美
人

画
は
当
時
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
的
側
面
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
顔
や
体
の
特
徴
を

な
る
べ
く
大
き
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
表
現
方
法
が
、
後
発
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
名
所
絵
、
そ
し
て
東
海
道
物
な
ど
に
役
者
絵
・
美
人
画
の
要
素
を
落
と

し
込
ん
だ
三
代
歌
川
豊
国「
東
海
道
五
十
三
次
の
内（
役
者
見
立
東
海
道
）」【
図

９
】
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
横
長
の
画
面
は
風
景
を
主
と
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
街
道
を
右
か
ら
左
へ
と
進
ん
で
い
く
構
図
が
多
い
東
海
道
物
は
、
横
長
の

画
面
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
パ
ノ
ラ
マ
的
な
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
街
道

沿
い
の
雄
大
な
景
色
や
人
々
の
営
み
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
描
か
れ
る
木
々

や
人
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
叙
情
的
な
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
た
め
の
パ
ー

ツ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
単
体
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
の
た
め
、

横
判
の
東
海
道
物
に
登
場
す
る
人
物
は
、
簡
潔
な
筆
致
で
描
か
れ
、
特
定
の
個

人
で
は
な
く
不
特
定
の
人
間
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
ほ
ど

気
軽
に
、
短
時
間
で
旅
行
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
々
が
、
東
海
道
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物
な
ど
の
名
所
絵
を
見
て
、
そ
の
画
面
の
中
に
自
己
を
投
影
し
、
旅
に
行
か
な

く
て
も
旅
先
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
没
入
感
を
得
る
た

め
に
、
な
る
べ
く
風
景
は
横
長
の
パ
ノ
ラ
マ
で
、
人
物
の
表
現
は
個
人
に
帰
属

す
る
特
徴
を
捉
え
な
い
作
品
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
無
論

『
東
海
道
名
所
図
会
』
で
、
見
開
き
ペ
ー
ジ
と
い
う
横
長
の
画
面
で
あ
る
こ
と

も
、
名
所
絵
に
横
判
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

次
に
②
の
時
代
の
経
過
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
選
択
を
考
え
る
。
馬
市
に
つ
い

て
は
、
嘉
永
五
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
蔦
吉
版
と
呼
ば
れ
る
広
重
の
東
海
道

五
十
三
次
を
最
後
に
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
慶
応
年
間

に
二
代
目
歌
川
広
重
が
再
び
描
く
ま
で
、
東
海
道
物
に
登
場
し
な
い
の
で
あ

る
。
一
方
、
八
橋
を
描
く
作
品
は
安
政
年
間
以
降
も
継
続
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
上
、
蔦
吉
版
以
降
も
風
景
画
と
し
て
の
東
海
道
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の

に
も
関
わ
ら
ず
、
馬
市
と
い
う
モ
チ
ー
フ
だ
け
が
ぱ
っ
た
り
と
姿
を
消
し
て
お

り
、
代
わ
り
に
松
並
木
や
大
名
行
列
と
い
っ
た
、
池
鯉
鮒
宿
だ
け
の
特
色
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
、
あ
り
き
た
り
な
場
面
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
保
永
堂
版
で

採
用
さ
れ
た
馬
市
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
突
然
取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
理
由

は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
推
測
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
池
鯉
鮒
宿
の
馬
市

の
縮
小
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

馬
市
の
賑
わ
い
に
つ
い
て
は
、万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
頃
に
成
立
し
た
『
東

海
道
名
所
記
』
を
皮
切
り
に
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
著
わ
さ
れ
た
『
東

遊
行
嚢
抄
』
に
記
さ
れ
る（

（
（

。
馬
を
出
し
て
、
売
り
買
い
を
す
る
ほ
か
、
馬
以
外

の
市
が
立
ち
並
び
、
歌
舞
伎
や
か
ら
く
り
人
形
の
よ
う
な
見
世
物
が
軒
を
連

ね
、
傾
城
つ
ま
り
遊
女
ら
が
多
く
集
ま
る
。
ま
た
『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
に
は
、

宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
次
の
よ
う
な
覚
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
覚

　
於
池
鯉
鮒
近
々
馬
市
ニ
付
、
操
・
か
ふ
き
芝
居
色
々
有
之
候
間
、
御
家

中
男
女
子
並
ニ
下
々
至
迄
、
為
見
物
市
中
池
鯉
鮒
へ
参
候
儀
、
御
停
止
被

仰
出
候
、
尤
御
役
人
被
差
出
候
、
右
之
趣
相
触
可
申
旨
、
御
家
老
中
被
仰

渡
候
、
已
上

　
　
　
四
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　
　
　
刈
谷
町
・
市
原
町　
御
在
宿
中（

（
（

刈
谷
城
下
に
住
ま
う
人
々
に
対
し
て
、
池
鯉
鮒
宿
で
行
わ
れ
る
馬
市
お
よ
び

そ
れ
に
付
随
す
る
歌
舞
伎
や
か
ら
く
り
を
見
物
し
に
い
く
こ
と
を
、
老
若
男
女

問
わ
ず
、
や
め
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
に
、
刈
谷
の
人
々
の

馬
市
と
そ
の
際
の
興
行
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ひ

い
て
は
馬
市
の
賑
わ
い
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
九

年
（
一
七
九
七
）
の
『
東
海
道
名
所
図
会
』
に
は
、
馬
を
四
〇
〇
か
ら
五
〇
〇

疋
繋
い
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
近
隣
か
ら
多
く
の
馬
方
・
馬
借
が
集

ま
る
と
し
て
い
る
。
挿
絵
に
描
か
れ
た
人
馬
の
密
集
具
合
か
ら
も
、
実
に
盛
況

な
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
は
ず
の
馬
市

の
期
間
が
、
年
代
を
経
る
ご
と
に
短
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。『
新
編
知
立
市

史
』
で
は
、
四
月
初
旬
か
ら
五
月
五
日
の
約
一
か
月
開
催
さ
れ
て
い
た
馬
市

が
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
は
四
月
下
旬
か
ら
に
五
月
五
日
に
縮
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
三
年
の
「
山
町
永
代
帳
」

に
い
た
っ
て
は
、
出
さ
れ
た
馬
も
三
〇
〇
疋
に
減
少
し
、
興
行
は
三
日
間
の
み

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
名
ば
か
り
の
馬
市
と
な
り
寂
し
い
、
と
記
さ
れ
る
。
文

化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
～
一
八
三
〇
）
に
起
こ
る
旅
行
ブ
ー
ム
と
は
裏
腹
に
、
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注
（
（
）
神
谷
浩
「
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
八
橋・知
立
」（『
新
編
知
立
市
史　
別
巻
八
橋
編
』

〔
編
／
知
立
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、
二
〇
二
〇
〕
所
収
） 

（
（
）
堀
内
秀
晃
・
秋
山
虔
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

（（ 

竹
取
物
語 

伊
勢
物
語
』

〔
刊
行
／
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
〕
八
八
頁

（
（
）『
新
編
知
立
市
史
４　

資
料
編 

近
世
』〔
編
／
知
立
市
史
編
さ
ん
委
員
会
、

二
〇
二
〇
〕
三
五
～
三
六
頁

（
（
）『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳　
第
一
巻
』［
編
／
刈
谷
市
教
育
委
員
会
］
五
七
頁

〔
付
記
〕
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館　
学
芸
員　
一
柳

尚
子
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

馬
市
の
賑
わ
い
は
、
早
く
か
ら
陰
り
を
見
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
池
鯉
鮒
宿
を
代
表
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
馬
市
を
表
現
す
る

の
は
、
名
所
絵
に
端
を
発
す
る
東
海
道
物
の
場
面
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ

の
た
め
、
古
く
か
ら
の
名
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
八
橋
が
、
池
鯉
鮒
宿
の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
選
択
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二　
ま
と
め
と
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て

今
回
は
、
東
海
道
物
に
お
け
る
池
鯉
鮒
宿
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
、
保
永

堂
版
『
東
海
道
五
十
三
次
之
内
』
を
筆
頭
と
す
る
、
東
海
道
を
描
い
た
シ
リ
ー

ズ
物
の
中
で
考
察
し
た
。
モ
チ
ー
フ
を
抽
出
・
整
理
す
る
中
で
、
判
の
縦
横
に

よ
っ
て
、
馬
市
を
描
く
か
、
八
橋
を
描
く
か
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
ま
た
嘉
永
五
年
頃
を
境
に
、
馬
市
が
描
か
れ
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

池
鯉
鮒
宿
の
馬
市
そ
の
も
の
の
縮
小
を
挙
げ
、
実
際
の
馬
市
の
様
子
と
、
こ
れ

ま
で
描
か
れ
て
き
た
賑
わ
い
と
合
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
馬
市
と
い
う
モ
チ
ー

フ
を
選
ば
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
結
論
づ
け
た
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
は
尚
早
で
あ
り
、
東
海
道
の
他
の
宿
場
と
の
比
較
や
、

各
シ
リ
ー
ズ
物
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
や
意
図
で
制
作
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検

討
し
て
い
な
い
。
今
後
、
引
き
続
き
東
海
道
物
の
モ
チ
ー
フ
整
理
に
努
め
、
そ

の
中
で
改
め
て
、
池
鯉
鮒
宿
の
モ
チ
ー
フ
の
位
置
づ
け
を
考
え
た
い
。
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図 モチーフ 馬市 八橋 資料名 絵　師 刊行年 版　元 判　型

（ 馬市 ○ 池鯉鮒　五拾五枚續之内 勝川春扇（二代春好） 文化（（～文政（年
（（（（（～（（（0） ― 大判 竪

（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 風流六花撰内　かふよ花 歌川国貞（三代豊国） 天保年間
（（（（0～（（（（） 山本平吉 大判 竪 三枚続

（ 雪、道中 契情道中双娽娽（見立吉原五十三對）ちりふ 渓斎英泉 文政年間
（（（（（～（（（0）末頃 蔦屋吉蔵 大判 竪

（ 松並木 池鯉鮒 渓斎英泉 天保年間
（（（（0～（（）後期頃 蔦屋吉蔵 大判 竪

（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 東海道五十三對　池鯉鮒 歌川国芳 天保（（～弘化（年
（（（（（～（（）頃 伊場屋仙三郎 大判 竪

（ 八橋、杜若 ○ 源氏雲拾遺　八橋 歌川国芳 天保（（～弘化（年
（（（（（～（（）頃 伊勢屋市兵衛 大判 竪

（ 杜若 ○ 東海道張交図会　赤坂・藤川・岡崎・池鯉鮒・鳴海 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 伊場屋仙三郎 大判 竪

（ 杜若、在原業平 ○ 五十三次張交　藤川・岡崎・池鯉鮒・鳴海 歌川広重 嘉永（年（（（（（） 和泉屋市兵衛 大判 竪

（ 杜若、在原業平 ○ 東海道五十三次の内　池鯉鮒　業平 三代歌川豊国 嘉永（年（（（（（） 伊勢屋兼吉 大判 竪

（0 八橋、在原業平 ○ 双筆五十三次　池鯉鮒　八ツ橋村杜若の古蹟 歌川広重・三代歌川豊国 安政元～（年
（（（（（～（（） 丸屋久四郎 大判 竪

（（ 八橋 ○ 五十三次名所図会　池鯉鮒　八つ橋むら杜若の古せき 歌川広重 安政（年（（（（（） 蔦屋吉蔵 大判 竪

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 東海道名所之内　池鯉鮒八ツ橋 三代歌川豊国 文久（年（（（（（） 海老屋林之助 大判 竪

（（ 知立神社？ 東海道之内　池鯉鮒　有松之景 豊原国周 文久（年（（（（（） ― 大判 竪

（（ ― 東海道　池鯉鮒 二代歌川広重 文久（年（（（（（） 海老屋林之助 大判 竪

（（ ― 東海道五十三次一覧 二代歌川広重 文久（年（（（（（） ― 大判 竪 （0枚続

（（ 八橋（無量寿寺）、松並木、
知立神社 ○ 末廣五十三次　池鯉鮒 五雲亭貞秀 慶応元年（（（（（） 辻岡屋文助 大判 竪

（（ 馬市、（知立神社ヵ）、
三木十左ヱ門 ○ 東海道一ト眼千両 池鯉鮒 三木十左ヱ門 二代歌川広重・豊原国周 慶応（年（（（（（） 具足屋喜兵衛 大判 竪

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 書画五十三駅　駿河池鯉鮒八ツ橋古事 歌川芳虎・歌川重清・歌川貞春 明治（年（（（（（） 沢村屋清吉 大判 竪

（（ 馬市 ○ 東海道五十三次之内　池鯉鮒ノ図 歌川国貞（三代豊国） 天保（年（（（（（）頃ヵ 佐野屋喜兵衛 中判 竪

（0 馬市 ○ 東海道五拾三駅　地鯉鮒 立祥（二代広重） 慶応元年～明治（年
（（（（（～（（（（） ― 中判 竪

（（ 鯉 東海道五十三次　池鯉鮒（絵本駅路之鈴） 葛飾北斎 文化年間
（（（0（～（（（（）頃 伊勢屋利兵衛 中判 竪 一枚物

（（ 松並木 五十三次　池鯉鮒 歌川広重 嘉永（年（（（（（） 村田屋市五郎 中判 竪

（（ 馬市 ○ 東海道名所　池鯉鮒 歌川豊広 享和～文化年間
（（（0（～（（）頃 ― 小判 竪

（（ 駕籠（いも川） 道中ひざくり毛　池鯉鮒 十返舎一九 ― 小判 竪

（（ 馬市 ○ 東海道名所図会 （編/秋里籬島） 寛政（年（（（（（） 冊 竪

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 八つはしの図 歌川国貞（三代豊国） 天保年間
（（（（0～（（（（） 山口屋藤兵衛 大判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 天保（～（年
（（（（（～（（）頃 保永堂 大判 横

（（ 八橋 ○ 諸国名橋奇覧　三河の八つ橋の古図 葛飾北斎 天保（年（（（（（）頃 西村屋与八 大判 横

（（ 松並木 東海道五拾三次　池鯉鮒 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 丸屋清治郎 大判 横

（0 八橋、杜若、在原業平 ○ 八ツ橋図 葛飾北斎 ― ― 大判 横 一枚物

（（ 松並木 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 天保年間
（（（（0～（（）後期

江崎屋辰蔵・江崎
屋吉兵衛 間判 横

（（ 逢妻川 東海道中栗毛弥次馬　池鯉鮒 落合芳幾 万延元年（（（（0） 品川屋久助 中判 横

（（ 茶屋 東海道五拾三次　池鯉鮒 歌川広重 天保年間
（（（（0～（（）末頃 佐野屋喜兵衛 中判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五十三次之内　池鯉鮒 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 蔦屋吉蔵 中判 横

（（ 八橋、知立神社
（池鯉鮒明神） ○ 東海道中五十三駅狂画　池鯉鮒 葛飾北斎 享和（年（（（0（）頃 ― 小判 横 一枚物

（（ 馬市 ○ 東海道　池鯉鮒 葛飾北斎 文化初年（（（0（）頃ヵ ― 小判 横 一枚物

（（ 馬市 ○ 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 弘化年間（（（（（～（（） 有田屋清右衛門 小判 横

（（ 馬市 ○ 池鯉鮒 不明 ― ― 小判 横

【表１】（判型別）
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図 モチーフ 馬市 八橋 資料名 絵　師 刊行年 版　元 判　型

（（ 馬市 ○ 東海道名所図会 （編/秋里籬島） 寛政（年（（（（（） 冊 竪

（（ 馬市 ○ 東海道名所　池鯉鮒 歌川豊広 享和～文化年間
（（（0（～（（）頃 ― 小判 竪

（（ 鯉 東海道五十三次　池鯉鮒（絵本駅路之鈴） 葛飾北斎 文化年間
（（（0（～（（（（）頃 伊勢屋利兵衛 中判 竪 一枚物

（（ 八橋、知立神社
（池鯉鮒明神） ○ 東海道中五十三駅狂画　池鯉鮒 葛飾北斎 享和（年（（（0（）頃 ― 小判 横 一枚物

（（ 馬市 ○ 東海道　池鯉鮒 葛飾北斎 文化初年（（（0（）頃ヵ ― 小判 横 一枚物

（ 馬市 ○ 池鯉鮒　五拾五枚續之内 勝川春扇（二代春好） 文化（（～文政（年
（（（（（～（（（0） ― 大判 竪

（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 風流六花撰内　かふよ花 歌川国貞（三代豊国） 天保年間
（（（（0～（（（（） 山本平吉 大判 竪 三枚続

（ 雪、道中 契情道中双娽（見立吉原五十三對）ちりふ 渓斎英泉 文政年間
（（（（（～（（（0）末頃 蔦屋吉蔵 大判 竪

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 八つはしの図 歌川国貞（三代豊国） 天保年間
（（（（0～（（（（） 山口屋藤兵衛 大判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 天保（～（年
（（（（（～（（）頃 保永堂 大判 横

（（ 八橋 ○ 諸国名橋奇覧　三河の八つ橋の古図 葛飾北斎 天保（年（（（（（）頃 西村屋与八 大判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五十三次之内　池鯉鮒ノ図 歌川国貞（三代豊国） 天保（年（（（（（）頃ヵ 佐野屋喜兵衛 中判 竪

（ 松並木 池鯉鮒 渓斎英泉 天保年間
（（（（0～（（）後期頃 蔦屋吉蔵 大判 竪

（（ 松並木 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 天保年間
（（（（0～（（）後期

江崎屋辰蔵・江崎
屋吉兵衛 間判 横

（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 東海道五十三對　池鯉鮒 歌川国芳 天保（（～弘化（年
（（（（（～（（）頃 伊場屋仙三郎 大判 竪

（ 八橋、杜若 ○ 源氏雲拾遺　八橋 歌川国芳 天保（（～弘化（年
（（（（（～（（）頃 伊勢屋市兵衛 大判 竪

（（ 茶屋 東海道五拾三次　池鯉鮒 歌川広重 天保年間
（（（（0～（（）末頃 佐野屋喜兵衛 中判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五拾三次之内　池鯉鮒 歌川広重 弘化年間
（（（（（～（（） 有田屋清右衛門 小判 横

（ 杜若 ○ 東海道張交図会　赤坂・藤川・岡崎・池鯉鮒・鳴海 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 伊場屋仙三郎 大判 竪

（（ 松並木 東海道五拾三次　池鯉鮒 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 丸屋清治郎 大判 横

（（ 馬市 ○ 東海道五十三次之内　池鯉鮒 歌川広重 弘化（～嘉永（年
（（（（（～（（）頃 蔦屋吉蔵 中判 横

（ 杜若、在原業平 ○ 五十三次張交　藤川・岡崎・池鯉鮒・鳴海 歌川広重 嘉永（年（（（（（） 和泉屋市兵衛 大判 竪

（ 杜若、在原業平 ○ 東海道五十三次の内　池鯉鮒　業平 三代歌川豊国 嘉永（年（（（（（） 伊勢屋兼吉 大判 竪

（（ 松並木 五十三次　池鯉鮒 歌川広重 嘉永（年（（（（（） 村田屋市五郎 中判 竪

（0 八橋、在原業平 ○ 双筆五十三次　池鯉鮒　八ツ橋村杜若の古蹟 歌川広重・三代歌川豊国 安政元～（年
（（（（（～（（） 丸屋久四郎 大判 竪

（（ 八橋 ○ 五十三次名所図会　池鯉鮒　八つ橋むら杜若の古せき 歌川広重 安政（年（（（（（） 蔦屋吉蔵 大判 竪

（（ 逢妻川 東海道中栗毛弥次馬　池鯉鮒 落合芳幾 万延元年（（（（0） 品川屋久助 中判 横

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 東海道名所之内　池鯉鮒八ツ橋 三代歌川豊国 文久（年（（（（（） 海老屋林之助 大判 竪

（（ 知立神社？ 東海道之内　池鯉鮒　有松之景 豊原国周 文久（年（（（（（） ― 大判 竪

（（ ― 東海道　池鯉鮒 二代歌川広重 文久（年（（（（（） 海老屋林之助 大判 竪

（（ ― 東海道五十三次一覧 二代歌川広重 文久（年（（（（（） ― 大判 竪 （0枚続

（（ 八橋（無量寿寺）、松並
木、知立神社 ○ 末廣五十三次　池鯉鮒 五雲亭貞秀 慶応元年（（（（（） 辻岡屋文助 大判 竪

（0 馬市 ○ 東海道五拾三駅　地鯉鮒 立祥（二代広重） 慶応元年～明治（年
（（（（（～（（（（） ― 中判 竪

（（ 馬市、（知立神社ヵ）、
三木十左ヱ門 ○ 東海道一ト眼千両 池鯉鮒 三木十左ヱ門 二代歌川広重、豊原国周 慶応（年（（（（（） 具足屋喜兵衛 大判 竪

（（ 八橋、杜若、在原業平 ○ 書画五十三駅　駿河池鯉鮒八ツ橋古事 歌川芳虎、歌川重清、歌川貞春 明治（年（（（（（） 沢村屋清吉 大判 竪

（0 八橋、杜若、在原業平 ○ 八ツ橋図 葛飾北斎 ― ― 大判 横 一枚物

（（ 馬市 ○ 池鯉鮒 不明 ― ― 小判 横

（（ 駕籠（いも川） 道中ひざくり毛　池鯉鮒 十返舎一九 ― 小判 竪

【表２】（年代順）
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フォーラム 2014 シンポジウム pp.75-85
大工原豊 2017「石鏃を中心とする押圧剥離系列石器群の石材別広域編年の整備」『科学研究費基盤

研究 C 報告』
工藤雄一郎 2009「有舌尖頭器と石鏃」『縄文はいつから！？―１万５千年前になにがおこったのか

―』国立歴史民俗博物館 p.42



48 刈谷市中条遺跡採集とされる石器について

次加工に押圧剥離が用いられていることを考えると、草創期前半以降のものである可能性が高いと
思われる。

５　まとめ
中条遺跡で採集されたとされる縄文時代草創期前半の隆起線文土器段階に位置付けられてきた石

器について再度資料報告及び帰属時期の検討を行った。筆者が観察した限りでは、採集資料のため
詳細な時期はわからないものが多くあったが、碧海台地上に観察される草創期前半の石器にみられ
る特徴とは異なるものが多く、全体的にそれ以降の時期に帰属する石器であることが考えられた。
また、利用されている石材をみると、東北地方を中心にみられる珪質頁岩を素材とした可能性があ
る石器など碧海台地の石器にみられるものとは異なる特徴をもつ石材が利用されているものも確認
された。そのため、これらの石器は採集地点を取り違えている可能性もあり、現代になってなんら
かの理由で別の地域から持ち込まれたものであることが考えられた。このことは採集資料であるか
らこその問題だと思われ、本稿で報告した石器だけに限らず、すべての採集資料に同様のことが考
えられるだろう。そのため採集資料の取り扱いにはこれまで以上に慎重かつ注意していくことが必
要である。それと同時に遺跡から切り離されてしまった遺物を無視するのではなく、評価を行って
いくことも重要であると思われ、今後の課題となるだろう。
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である可能性が高く、これは後期旧石器時代の西三河地方において、チャートが石器石材として主
体的に用いられている状況からその石材利用は草創期においても引き継がれ、石材としてチャート
が利用される傾向にあったことが指摘されている（神取 2015b）。

４　採集された石器の帰属時期
碧海台地にみられる縄文時代草創期の遺物をもとに、鈴木氏によって採集された５点の石器の帰
属時期について考えていく。結論から述べると、碧海台地上において、これまで確認されている草
創期の石器に類例がないことや用いられている石材などから異なる時期のものである可能性が高く、
これまで報告されていた隆起線文土器段階の石器とは異なる時期のものであると考えられた。また、
石器の帰属時期とは別に採集地点についても疑問が残る結果となった。
まず、尖頭器であるが、瑪瑙を石材として利用していることが特徴であろう。愛知県内において
瑪瑙が産出する場所は確認されているが、碧海台地において石器石材として利用される頻度は高く
なく、法量も尖頭器が製作可能なほどのものはほとんど確認されないと思われる。また、瑪瑙を石
材とした尖頭器は碧海台地上では確認されておらず、さらに、愛知県内でみても筆者の管見の限り
ではみられない。碧海台地において草創期の石器に利用される石材は先述したように多くがチャー
トでわずかに溶結凝灰岩、安山岩が利用される程度である。したがって、この瑪瑙製の尖頭器は石
材利用の視点からみると、碧海台地上で採集された石器である可能性は低いと考えられる。また剥
離面の観察から押圧剥離が用いられていると考えられ、このことから草創期前半よりも後の時期に
帰属する石器である可能性が高いと考えられる。
次に石鏃についてである。石鏃がみられるようになるのは隆起線文土器段階の最終段階である微
隆起線文土器段階からと考えられており、狩猟具として一般的に普及したのは爪形文土器や多縄文
土器段階と考えられている（工藤 2009）。石鏃の全国編年を示した及川穣氏によると隆起線文土器
段階～厚手爪形文土器段階における石鏃の特徴として、大型の二等辺三角形や先端が突出するといっ
た形態が示されている（及川 2014）。また大工原豊氏によると群馬県内の微隆起線文土器に伴うも
のとして側縁がやや内湾する平基無茎鏃といった形態があることも指摘され、出現期の石鏃の特徴
とされる（大工原 2014・2017）。今回報告する石鏃の形態をみると有茎や柳葉形といった形態を
呈しており、隆起線文土器段階の特徴とされるものには当てはまらず、どちらかというと縄文時代
の後期以降にみられる石鏃のような特徴をもつと考えられた。そのため、これらの石鏃についても
草創期前半の資料である可能性は低く、それ以降の石器であると思われる。
最後にスクレイパーについてである。まず、珪質頁岩製のスクレイパーであるが、石材として用
いられている珪質頁岩は筆者の目視での観察によると、東北地方を中心にみられる珪質頁岩である
可能性が高いように見受けられた。平面形態をみると摘み部の作出はないが、縦型の石匙に類似し
たような形態を呈する。愛知県内の遺跡において東北地方の珪質頁岩が利用された石器は確認され
ておらず、これについては、碧海台地上で採集されたものではない可能性が高いと思われる。そし
て帰属時期については縦型石匙に類似することから縄文時代前期以降の石器である可能性が高いと
考えられる。もう１点の安山岩製スクレイパーについてであるが、詳細な時期はわからないが、二
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これまで報告されていた隆起線文土器段階の石器とは異なる時期のものであると考えられた。また、
石器の帰属時期とは別に採集地点についても疑問が残る結果となった。
まず、尖頭器であるが、瑪瑙を石材として利用していることが特徴であろう。愛知県内において
瑪瑙が産出する場所は確認されているが、碧海台地において石器石材として利用される頻度は高く
なく、法量も尖頭器が製作可能なほどのものはほとんど確認されないと思われる。また、瑪瑙を石
材とした尖頭器は碧海台地上では確認されておらず、さらに、愛知県内でみても筆者の管見の限り
ではみられない。碧海台地において草創期の石器に利用される石材は先述したように多くがチャー
トでわずかに溶結凝灰岩、安山岩が利用される程度である。したがって、この瑪瑙製の尖頭器は石
材利用の視点からみると、碧海台地上で採集された石器である可能性は低いと考えられる。また剥
離面の観察から押圧剥離が用いられていると考えられ、このことから草創期前半よりも後の時期に
帰属する石器である可能性が高いと考えられる。
次に石鏃についてである。石鏃がみられるようになるのは隆起線文土器段階の最終段階である微
隆起線文土器段階からと考えられており、狩猟具として一般的に普及したのは爪形文土器や多縄文
土器段階と考えられている（工藤 2009）。石鏃の全国編年を示した及川穣氏によると隆起線文土器
段階～厚手爪形文土器段階における石鏃の特徴として、大型の二等辺三角形や先端が突出するといっ
た形態が示されている（及川 2014）。また大工原豊氏によると群馬県内の微隆起線文土器に伴うも
のとして側縁がやや内湾する平基無茎鏃といった形態があることも指摘され、出現期の石鏃の特徴
とされる（大工原 2014・2017）。今回報告する石鏃の形態をみると有茎や柳葉形といった形態を
呈しており、隆起線文土器段階の特徴とされるものには当てはまらず、どちらかというと縄文時代
の後期以降にみられる石鏃のような特徴をもつと考えられた。そのため、これらの石鏃についても
草創期前半の資料である可能性は低く、それ以降の石器であると思われる。
最後にスクレイパーについてである。まず、珪質頁岩製のスクレイパーであるが、石材として用
いられている珪質頁岩は筆者の目視での観察によると、東北地方を中心にみられる珪質頁岩である
可能性が高いように見受けられた。平面形態をみると摘み部の作出はないが、縦型の石匙に類似し
たような形態を呈する。愛知県内の遺跡において東北地方の珪質頁岩が利用された石器は確認され
ておらず、これについては、碧海台地上で採集されたものではない可能性が高いと思われる。そし
て帰属時期については縦型石匙に類似することから縄文時代前期以降の石器である可能性が高いと
考えられる。もう１点の安山岩製スクレイパーについてであるが、詳細な時期はわからないが、二
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第２図　中条遺跡採集の石器

第１表　中条遺跡採集の石器一覧

遺物番号 器種 石材 長さ（㎜） 幅（㎜） 厚さ（㎜） 重さ（g）
1 尖頭器 瑪瑙 (34.46) 23.21 12.52 8.18 
2 石鏃 安山岩 (38.24) 12.55 4.05 1.75 
3 石鏃 溶結凝灰岩 (31.04) 14.55 4.84 2.26 
4 スクレイパー 頁岩 62.52 23.52 8.83 10.05 
5 スクレイパー 安山岩 34.80 17.66 6.69 4.08 
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器時代の石器も出土しており、２点のナイフ形石器、2点の細石刃核などが確認されている。以上
のように中条遺跡において出土する石器は土器型式からみて後期中葉のものがほとんどであると考
えられ、本稿の中心となる隆起線文土器段階に特徴的な石器とされる有舌尖頭器などはこれまで中
条遺跡において確認されていない。

２　採集された石器の観察と記述
鈴木氏によって採集された５点の石器について記述する（第２図、第１表）。
尖頭器
１は瑪瑙製の尖頭器である。上半部は折損しており、残存している部分は丸みを帯びているため
基部側とした。両面ともに二次加工による剥離面で覆われており、断面は凸レンズ状を呈している。
おおよそ同じ幅の剥離痕が並列してみられる部分があり、このことから、すべての剥離面ではないが、
部分的に押圧剥離による調整がおこなわれたと考えられる。正面右上から折損面および裏面左上に
かけて瑪瑙質ではない部分がみられる。
石鏃
２は柳葉形を呈する安山岩製の石鏃である。先端部はわずかに折損している。表面は二次加工に
よる剥離面で全体が覆われているが、裏面には広く素材面を残しており、周辺を加工するのみにと
どまっている。裏面に残る素材面のリングをみると横長剥片を素材とした可能性が高い。
３は溶結凝灰岩製の凸基有茎鏃である。茎部は折損している。身部は長く、先端部は丸みを帯び
ている。断面は凸レンズ状を呈している。
スクレイパー
４は珪質頁岩製のスクレイパーである。平面形態は縦型の石匙に類似するが、摘み部がないため
スクレイパーとした。表面、裏面ともに二次加工で覆われており、部分的ではあるが、縁辺には使
用痕の可能性がある微細な剥離痕がみられる。断面は凸レンズ状を呈している。
５は安山岩製のスクレイパーである。二次加工は両面とも全体には及んでおらず、正面左側から
その反対面である裏面右側にかけて集中する。表面、裏面ともに素材面を残している。

３　碧海台地における縄文時代草創期の石器 
先述したように中条遺跡の発掘調査においては隆起線文土器段階に位置付けられる石器は確認さ
れていない。しかし中条遺跡が位置する碧海台地上の他の遺跡をみると、土器が採集されていない
ため隆起線文土器段階かどうか詳細な時期判断は困難であるが、草創期前半に特徴的にみられる有
舌尖頭器が確認されている。その中でも知立市に位置する上重原散布地では 11点の有舌尖頭器と
２点の木葉形尖頭器が採集されている（神取 2015a）。これらの有舌尖頭器は平面形態をみると柳
又型や萩平型などの型式に含まれ、押圧剥離による斜状並行剥離が顕著にみられるものが多い。石
材はチャートが主体的に用いられ、わずかに溶結凝灰岩や安山岩といった石材が用いられている。
この他にも碧海台地上では有舌尖頭器や木葉形尖頭器が採集されているが、それらについても石材
はやはりチャートが主体的である。このような石材の偏りは碧海台地における草創期の石器の特徴
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はじめに
刈谷市重原本町に位置する中条遺跡では、明治時代から大正時代にかけて鈴木柳吉氏によって５
点の石器が採集されている。鈴木氏によって採集されたとされる５点の石器は 1997 年刊行の『中
条貝塚範囲確認調査報告書』において縄文時代草創期前半に位置付けられる隆起線文土器段階の石
器として報告されたものである（伊藤 1997）が、今回これらの石器について帰属時期に再考の余
地があると思われたため再度資料報告を行い、その帰属時期について考えてみる。

１　採集地点と中条遺跡
本稿で資料報告を行う石器が採集された地点は、現在では旧石器時代から近世にかけての複合遺
跡である中条遺跡の範囲内に位置し、中条遺跡の中心とされる場所に近いと考えられる（第１図）。
その地点は、石器が採集された当時は桑畑であり 0.2ha 程の狭い範囲で採集されたと報告されてい
る（伊藤前掲）。
中条遺跡は、かつて中条貝塚と呼ばれていた遺跡であり、これまで区画整理事業計画に伴う事前
調査として広い範囲で発掘調査が行われた遺跡であるが、これまでに調査された範囲は遺跡全体
の約 40％ほどである。これまでに
刊行された報告書（刈谷市 2016・
2017・2018・2019）を参考に本稿
に関連する出土遺物をみてみると、貝
塚形成期の土器として縄文時代後期
中葉の八王子式土器が主体的に出土
しており、その他の土器として中期
後葉の土器、晩期前葉の元刈谷式土
器、晩期後葉から弥生時代にかけての
条痕文系土器などが出土している。続
いてそれらの縄文土器に伴って出土
した石器をみると、石鏃や石錐、石匙
などの他に打製石斧、磨製石斧といっ
た石斧類、石棒といった石製品など縄
文時代の遺跡にみられる石器が多量
に出土している。この他の石器として
は、点数は非常に少ないが、後期旧石

［研究ノート］
刈谷市中条遺跡採集とされる石器について

野　村　啓　輔

第１図　石器採集地点
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